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はじめに 

１．問題設定 

2014年 1月に、日本国政府が国連で採択された「障害者の権利に関する条約」に批准

し、この条約に掲げられた事項の実現に向けて、様々な国内法や制度を整備してきた。同

条約では、障害のある人とない人が地域で共に暮らす「共生社会」の実現が目指されてい

るが、この共生社会の実現に向けて学校教育に求められているのが「インクルーシブ教育

システムの構築」である。 

同条約第 24条には、インクルーシブ教育システムとは、(a)人間の潜在能力並びに尊厳

及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、並びに人権、基本的自由及び人間の多

様性の尊重を強化すること、（b）障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び

身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること、（c）障害者が自由な社会に効果

的に参加することを可能とすること、の３点を目的とし、障害のある子どもとない子ども

が「同じ場で共に学ぶ仕組み」であることが定義されている。そして、その実現のために

は、障害のある子どもが自己の生活する地域において初等中等教育を受ける機会が与えら

れること、個人に必要な「合理的配慮」が提供される必要があることも示されている。 

文部科学省の試算によると、通常の学級には、在籍する発達障害の可能性がある児童生

徒が 6.５％程度在籍している。また、義務教育段階の全児童生徒数は減少傾向にあるもの

の、通級による指導を受けている児童生徒、及び特別支援学級に在籍している児童生徒

は、特殊教育から特別支援教育に移行してからの 10年間で約２倍に増加している。これ

らのことから、障害のある子どもとない子どもが「同じ場で共に学ぶ仕組み」としてのイ

ンクルーシブ教育システムが順調に構築されつつあることが示唆される。 

あわせて、特別支援学校に在籍する幼児児童生徒の数も、10年間で 1.2倍に増加して

おり、増加傾向は続いている。特に、特別支援学校に在籍している幼児児童生徒の障害が

重度・重複化していることや、中学校に在籍した生徒が特別支援学校高等部に入学するケ

ースが増加していること、地域の特別支援教育のセンター的機能を果たす上で小・中学校

等に対する支援等が増加していることなども示されている。したがって、特別支援学校

は、特別支援教育とインクルーシブ教育の最前線として、これまでも、そしてこれからも

非常に大きな役割を担っているといえよう。 

さて、2019年度現在、中央教育審議会における新学習指導要領等に関する答申を受

け、2020年度からの新特別支援学校学習指導要領等の円滑な実施に向けて、教育課程編

成や指導方法の工夫改善についての先導的な実践研究が行われている。 

具体的には、2017年度に、文部科学省の「特別支援教育に関する実践研究充実事業

（新学習指導要領に向けた実践研究）」を 13団体が受託し、３ヵ年にわたって幼児児童生
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徒一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導や必要な支援を行うための実践研究を推進

している。 

さらに、これらの先駆的な実践研究の成果を全国へ普及することによって特別支援教育

の推進を図るため、文部科学省は、当該事業の一環として「新学習指導要領に向けた実践

研究の成果に関する調査研究」を企画し、2019年度に愛媛大学が受託した。本報告書

は、上述した背景の下に、2017年度に受託した 13団体の初年度の取組を調査し、整

理・分析を加えた上で、全国の特別支援学校等における教育実践に資する情報として公開

することを目的としている。 

 

２．本報告書における調査・分析の観点 

幼稚園、小中学校、高等学校の新学習指導要領と共通に、特別支援学校の新学習指導要

領等においても「社会に開かれた教育課程」や「主体的・対話的で深い学び」の視点を踏

まえた指導、自立と社会参加に向けた教育（キャリア教育）の充実、各学校におけるカリ

キュラム・マネジメントの確立等が重視されている。同時に、特別支援学校においては、

「重複障害者等に関する教育課程の取り扱い」について、子ども達の学びの連続性を確保

する視点から基本的な考え方が規定されたことや、知的障害児のための各教科の取り扱

い・教育課程・教育内容についても規定がなされている。これらの内容・目標を実現する

ために、コンピュータ等の情報機器の活用も推奨されており、多様な障害特性への対応が

目指されている。 

これらの新学習指導要領や関連する対応方針等を推進するモデル事業が、全国各地で展

開され、それぞれのモデル事業については、事業の報告や成果公開が行われているところ

である。個別の実践事例・成果について情報を得ることは、新学習指導要領等に基づいた

教育実践を推進する上で有益であるが、より体系的な推進を考えるならば、全体を俯瞰す

る観点が必要不可欠である。そこで、「新学習指導要領に向けた実践研究の成果に関する

調査研究」を開始するにあたり、愛媛大学では以下の５つの観点を設定した。これらの観

点に基づいて、2017年度に「新学習指導要領に向けた実践研究」を実施した 13団体に

調査協力を依頼し、次項に示す調査研究を実施した。 

 

観点 1：各モデル事業内、及び近隣自治体間における概念（用語）の共通理解・合意形成 

 各モデル事業において、「社会に開かれた教育課程」「カリキュラム・マネジメント」

「主体的・対話的で深い学び」「キャリア発達・キャリア教育」等の概念・用語をどのよ

うに定義し、学校内外で共通理解・合意形成を図っているか（他の障害領域・重複障害領

域と共通理解・合意形成を含む）。 また、各学部が終わるまでに「育ってほしい姿（つけ

たい力）」の概念・目安をどのような方法で設定し、共有しているか。 
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観点 2：教育課程・個別の指導計画の実施状況とその評価 

 教育課程の編成・個別の指導計画の策定に必要な実態把握の方法、教育課程・個別の指

導計画の実施方法、実施状況の評価方法をどのように行っているか。 

 

観点 3：個のニーズにあわせた指導法、学習環境・支援の工夫 

 多様な障害がある幼児児童生徒の実態（特性やニーズ）にあわせて、指導方略や教材教

具（ICTの活用含む）を工夫したり、学習環境・支援のあり方を工夫したりしているか。

行っているとしたら、どのような方法を用いているか。 

 

観点 4：障害のない幼児児童生徒・地域社会との交流及び共同学習の設定 

 障害のある者とない者が互いに尊重し合いながら協働して地域社会の中で生活する態度

を育むために、どのような取組を行っているか。地域社会の多様な人々（人材）とどのよ

うな交流を持ち、障害のある幼児児童生徒の社会参加を促しているか．またその実施効

果・学習効果をどのように評価しているか。 

 

観点 5：多面的な視点からの学習評価・授業評価・学校評価の実施 

 教員の立場から幼児児童生徒を評価するだけでなく、幼児児童生徒が自らの育ち・変化

に関して意識し評価する仕組みを取り入れているか。特に、「主体的・対話的」「深い」等

の抽象的な評価軸について、障害のある幼児児童生徒が理解し、評定する工夫を行ってい

るか。保護者・地域社会（外部委員会含む）等による評価を行っているか。多面的な評価

を確認・調整・共有するための仕組み（ルーブリック評価等）を行っているか。 

 

3．調査の方法 

 上記の目的を達成するため、2017年度に「新学習指導要領に向けた実践研究」を実施

した 13団体に調査協力を依頼し、ヒアリング調査を実施した。ヒアリング調査では、上

記に記載した 5観点に基づいて、2017年度における実践研究の成果に関して聞き取りを

行った。また、一部の団体については、実施主体が推薦する 1校又は複数の研究協力校に

調査協力を依頼し、研究協力校における取組に関する聞き取りと、実際の実践場面の見学

を行った。 

 調査時期及び時間は、2019年 7月中旬から 9月末までに、各団体等につき、それぞれ

1時間から 2時間程度の聞き取りを実施した。また、本報告書を作成するにあたり、追加

の資料提供や、記述内容の確認のため、各団体に電話・メール等での補足的な調査を行っ

た。以下表 1では、各団体等に実施したヒアリング調査の実施日及び調査対象団体を一覧

として示している。 
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表1 調査実施日及び調査対象一覧 

番号 団体名 調査実施日 調査対象 

1 秋田県 2019年9月9日（月） 県教育委員会 

2 石川県 2019年9月25日（水） 研究協力校 

3 福井県 2019年9月24日（火） 県教育委員会 

4 千葉県 
①2019年9月4日（水） 県教育委員会 

②2019年9月30日（月） 研究協力校2校 

5 京都府 2019年9月27日（金） 県教育委員会 

6 大阪府 2019年9月27日（金） 県教育委員会 

7 鳥取県 2019年9月5日（木） 
県教育委員会、 

研究協力校 

8 山口県 2019年9月6日（金） 
県教育委員会、 

研究協力校1校 

9 熊本県 2019年9月18日（水） 県教育委員会 

10 筑波大学 2019年9月6日（金） 研究協力校 

11 熊本大学 2019年9月18日（水） 研究協力校 

12 鹿児島大学 2019年8月29日（木） 研究協力校 

13 横浜訓盲学院 2019年7月17日（水） 研究協力校 

 

 次ページより、各団体における 2017年度の取組に関して各観点に基づいて体系的な整

理を行う。なお、各団体で「障害」や「障がい」等の表記の仕方は異なっているが、令和

元年度に発表された文部科学省中央教育審議会答申で「障害」として表記されていること

から、本報告書でも、固有の名称等の表記で「障がい」が用いられている場合を除き、

「障害」として表記を統一している。 

 

※本報告書は、2019年度文部科学省受託事業「2019年度特別支援教育に関する実践研究充

実事業（新学習指導要領に向けた実践研究の成果に関する調査研究）」に基づいている。  
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秋田県 

・秋田県立比内支援学校（知的） 

・秋田県立比内支援学校かづの校（知的） 

・秋田県立比内支援学校たかのす校（知的） 

・秋田県立大曲支援学校（知的） 

・秋田県立大曲支援学校せんぼく校（知的） 

 

1-1. 県教育委員会担当者の計画訪問等による指導・助言 

 秋田県では、大きく 2つの研究テーマを設定し、実践研究を行った。第一に、社会に開か

れた教育課程をテーマとして設定し、研究協力校の 1 つである秋田県立大曲支援学校せん

ぼく校（以下、「せんぼく校」）が担当した。第二に、その他の研究協力校については、主体

的・対話的で深い学びをテーマとして設定し、実践研究を行った。 

各校間の研究の方向性の共通認識を促すため 6月から 7月にかけて、県内全ての特別支

援学校で実施している、県教育委員会の指導主事による計画訪問において、各校での実践研

究に関する聞き取りや指導・助言を行った。また、夏休みの時期に、県教育委員会主催の教

育課程協議会を設けた。各校の副校長や教頭、分掌主任がそれらに参加することで、学習指

導要領の改訂のポイント等に関する理解が広がった。また、本分校委託研究推進委員会等の

組織も、共通理解に基づく研究推進のために効果的に活用された。 

 

1-2. 日常生活の指導に関するガイドブックの作成 

上記に加え、各特別支援学校の代表者による、授業改善のプロジェクトチームを作って日

常生活の指導の授業改善に関する検討を行った。その成果として、「各教科等を合わせた指

導」の基礎・基本として、新学習指導要領に基づき、小学部「生活科」や中学部「職業・家

庭科」などの各教科等の内容との関連を意識した授業づくりの理解を深め、各担当者の自校

における実践の充実につなげることができた。これらの成果を集約した「特別支援学校 日

常生活の指導ガイド」（資料 1）を作成し、県内の特別支援学校に配付した。本ガイドブッ

クでは、知的障害教育における指導の特徴や日常生活の指導の意義や特徴、日常生活の指導

研究協力校（課程又は障害種） 

 

研究の成果 

 観点１： 

各モデル事業内、及び近隣自治体間における概念（用語）の共通理解・合意形成 
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の評価に関する事項に加え、小学部から高等部及び重度・重複障害のある児童生徒の日常生

活の指導に関する留意点と実践事例が掲載されている。 

 

 

 

2. 「せんぼくいきいきプロジェクト」（秋田県立大曲支援学校せんぼく校） 

社会に開かれた教育課程を研究テーマとする「せんぼく校」は、観光地である仙北市の市

街地に平成 28 年度に開校した学校である。「せんぼく校」高等部では、立地条件を生かし

仙北市の観光に特化した、学校設定教科「観光科」を設定している。 

この観光科では、仙北市の観光や地場産業に関する基礎的な知識と技術の習得を図るこ

と、観光の意義と役割の理解を深めることを通して地域を知ること、観光に関わることを通

し、社会生活に必要な能力と実践的な態度を育成することを目標とし、仙北市の観光資源を

最大限学習に取り入れ、地域と連携した学習を展開している。 

 

 

観点２： 

教育課程・個別の指導計画の実施状況とその評価 

資料 1 「特別支援学校 日常生活の指導ガイド」（p. 7、p. 28より引用） 
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これに伴い、各学部を貫いて、地域の観光

資源を教材として用いて学習を行う地域貢

献活動「せんぼくいきいきプロジェクト」

（資料 2）を実施した。「せんぼくいきいき

プロジェクト」では、「地域が教室」を共通

テーマに、各学部で「地域に触れる」（小学

部）「地域に踏み出す」（中学部）「地域に役

立つ」（高等部）というテーマを設定し、小

学部から地域の観光資源等について学習で

きるように教育課程を編成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 「たかのす校スタンダード」（秋田県立比内支援学校たかのす校） 

 各研究協力校において、県教育委員会による「授業デザインチェックリスト・授業実践チ

ェックリスト」（授業づくり・授業改善のためのチェックリスト）や自校の授業実践に基づ

き、各校の実態に合わせた「授業・単元づくりのポイント」や「授業チェックリスト」等が

作成された。中でも、秋田県立比内支援学校たかのす校（以下、「たかのす校」）は、チーム

での授業づくりのツールとして、「たかのす校スタンダード」（授業づくりの基礎・基本とな

る資料をまとめた冊子）を作成している。 

 「主体的・対話的で深い学び」の視点を踏まえた授業改善のために、従来のスタンダード

の内容に「主体的・対話的で深い学び」の視点による「3 つの視点表」（資料 3）を加えて

まとめた。まず、視点①「主体的な学び」として、自らの学習状況やキャリア形成を見通し

たり振り返ったりすることが出来るように、見通しを振り返る過程を配置すること。視点②

「対話的な学び」として、子ども同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方等

によって自己の考えを広げ深めることができるよう、学び合う過程を配置すること。視点③

資料 2 「せんぼくいきいきプロジェクト」 

観点 3： 

個のニーズにあわせた指導法、学習環境・支援の工夫 
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「深い学び」として、各教科等で習得した概念や考え方を活用した「見方・考え方」を働か

せ、問いを見いだして課題の解決を行う探求の過程に取り組むことができるよう、学んだこ

とを実際に使う過程を配置することの 3点が設定されている。 

これらの視点で授業づくりがなされているか、「振り返りシート」を用いて各教員が振り

返った。各教員が記入した「振り返りシート」をもとに、「児童生徒が自分の力を発揮する

ために有効だった学習活動、環境の工夫」（資料 4）を一覧にまとめた。 

 

 

4-1. 「絆プロジェクト」（秋田県立比内支援学校たかのす校） 

 研究協力校である秋田県立比内支援学校本校・分校ともに、「街は大きな教室だ」を合言

葉に、地域との共催行事や交流及び共同学習を実施している。 

「たかのす校」では、地域に根ざし、地域と共に生きる教育活動を「絆プロジェクト（地

域学習）」として教育課程の柱に位置付け、展開した。各学部で、「わいわいプロジェクト」

（小学部）「みんなのためにプロジェクト」（中学部）「絆プロジェクト」（高等部）として名

称を設定し、それぞれの学部で学校間交流や、地域での清掃ボランティアなどを通じて交流

観点４： 

障害のない幼児児童生徒・地域社会との交流及び共同学習の設定 

資料 3 「3つの視点表」 資料 4 学習活動・環境の工夫 
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及び共同学習に取り組んだ。また、各学部段階において、「自分」の役割をやりきる経験（小

学部）→「みんな」の中で役立つ経験（中学部）→「地域」の一員として生きていく自信（高

等部）を大切にしたいこととして設定することで、学部間のつながりを意識した取組がなさ

れている。 

 

4-2. 「りんごプロジェクト」（秋田県立比内支援学校かづの校） 

秋田県立比内支援学校かづの校（以下、

「かづの校」）では、本事業以前から行っ

ていた、地域を活用し、りんごの栽培等に

ついて年間を通して学ぶ「りんごプロジ

ェクト」を、学部間のつながり（縦のつな

がり）と地域貢献活動による地域とのつ

ながり（横のつながり）を意識して全体構

想を明確化した。 

 とりわけ、高等部では、生徒全員で「リ

ンゴレンジャー」としてショーを作り上

げていく単元を設定した（資料 5）。ショ

ーは、地域の保育園やイベント、学習発表

会等で開催される。平成 29年度は「リン

ゴレンジャー」の活動の 4 年目であり、

平成 29年度研究紀要では、「ショーが完

成するまでの演技から演出、大道具、台本

の製作まで生徒一人一人が役割を担って

行うことができるようになってきた。」とい

う成果が挙げられている。 

 また、地域で開催するショーに向けた準備として、ショーで用いるうちわ用の紙すきやポ

スター作りを、「リンゴレンジャー」から小学部の児童へ依頼した。こうした小学部と高等

部の交流によって、小学部の児童の意欲や使命感を向上させるとともに、高等部の生徒の自

己有用感や達成感の向上等キャリア教育の充実につながっている。「かづの校」では、これ

らの取組を通じて、「児童生徒の人と関わる力を高める授業づくり」を行った。 

 

 

資料 5 リンゴレンジャー 
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5. キャリアノートの作成・活用（秋田県立比内支援学校たかのす校）

児童生徒が自身の成長などを実感できる

工夫として、「たかのす校」を中心に「キャ

リアノート」（資料 6）を作成し、活用した。

児童生徒が「絆プロジェクト」（観点 4参照）

を通じて「何が身に付いたか」を振り返るこ

とができよう、単元に「見通し」「振り返る」

過程を配置し、「キャリアノート」を「絆プ

ロジェクト」全体において継続して活用し

た。 

「絆プロジェクト」全体で、「キャリアノ

ート」を事前・事後学習に活用したことで、

各学部段階や発達段階に応じて、「何のため

に」「何を頑張るのか」という目的や目標を

見通し、「何ができるようになったか」とい

う頑張り等を言語化し、長いスパンで振り

返りができるようになった。また、教師がそ

の都度コメントを記入し、児童生徒に伝え

ることも、児童生徒の頑張りの意味付けと

なり、「何が身に付いたか」という生徒自身

の成長の実感を促し、自信につながってい

る。 

すべての児童生徒が自分の目標設定を言葉として表現できたわけではなかったが、文章

を書くことができる児童生徒には、自分で目標設定をするようなケースがあった。また、そ

れが難しい児童生徒には、実際の学習中の写真を貼ることで、達成感を実感できるような工

夫を行った。また、児童生徒の成長を保護者と共有し、多面的に評価するという視点から、

「キャリアノート」の保護者面談での活用も始まっている。 

  

観点５： 

多面的な視点からの学習評価・授業評価・学校評価の実施 

資料 6 「キャリアノート」 
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石川県 

・石川県立明和特別支援学校（知的・肢体） 

 

1. 児童生徒の「つけたい力を考えるシート」の作成 

 本県の特色は、まず、実践研究を行うにあたり、研究協力校で、学部ごとに児童生徒の将

来の自立にむけた目指す姿を学部目標から見直しを行った点である。また、新しい時代に求

められる資質・能力を「つけたい力」として捉え、新学習指導要領を踏まえた各教科等の内

容等を、各学部の児童生徒の発達段階や実態に応じた「つけたい力」を明確にする取り組み

を行った（資料 1）。その際のツールとして、各学部の教科等の学習グループごとに「つけ

たい力を考えるシート」（資料 2）の作成、活用を行った。 

本シートを作成するにあたって、平成 14 年度に作成していた指導内容表における 3 つ

の課題を意識しながら取り組んだ。第一に、単元（題材）ありきで、児童生徒の目指す姿が

見えないこと。第二に、単元（題材）の目標が「知識」及び「技能」の内容に偏っているこ

と。第三に、学習評価の項目が設定されていないことである。 

そこで、本シートを活用し、「つけたい力」が身に付く単元（題材）の選定を考え、「知識」

及び「技能」の内容に加え、現在や卒業後の生活につながる単元設定や「思考・判断・表現」

を高める目標設定に広げた。本シートでは、「つけたい力」を意識できるように、シート内

の配置を、左から「つけたい力（ねらい）」→「単元及び学習活動」→「指導及び支援内容」

→「評価方法等」という枠組みにした。 

特に、「つけたい力を考えるシート」を作成する際には、シートを仕上げることが目的化

してしまわないよう、授業づくりの「視点」を共有するためのツールであることを校内で共

通理解した。ヒアリング時においても、シートは継続的に随時更新し続けるものであり、最

終的に各授業に新学習指導要領の視点が反映されることを目的としていることが強調して

語られた。こうした成果を、公開の実践研究授業や研究協議会等を通じて、県内の特別支援

学校にも情報共有を行っている。 

 

研究協力校（課程又は障害種） 

 

研究の成果 

 観点１： 

各モデル事業内、及び近隣自治体間における概念（用語）の共通理解・合意形成 
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資料 2 「つけたい力を考えるシート」 

※黒字は平成 29年度以前のもの、赤字は平成 29年度。 

数と計算 図形 測定、変化と関係 データの活用

思
考
・
判
断
・

表
現

・一定の重さになるようにパック詰めをする
・調理に必要な食材を考える
・割り勘について考える
・金額に合わせて商品を選択する
・予算内で商品を選択する
・割合、割引について考える

・図形の種類によって分類する（三角
形、四角形、台形、平行四辺形、多角
形、円）
・図形を組み合わせて、他の図形を作
る

・図書館の開館時間の調べ方を考える
・様々なものの長さを目測で判断する
・自分が持てる重さの限界を判断する
・重さと量の関係を考える
・予定から出発時刻や到着時刻を考える

・表を読み、活用する
・求人票から給料を読み取る
・データから必要な情報を読み取る

知
識
・
技
能

・1000円からの引き算を暗算でする
・レシートの見方がわかる
・だいたいの合計金額がわかる
・こづかい帳をつける記入する
・買い物する店を調べる
・伝票の見方がわかる
・郵便の料金がわかる
・小包の送り方と料金を知る
・合計金額とおつりを計算する
・買いたい物の金額を調べる
・割合の計算方法を知る

・三角形、四角形等の多角形の形を
知る

・長さ、重さ、量を測る
・スケジュール管理をする
・インターネットで様々な情報を調べることができること
を知る
・時間の単位変換をする
・時刻表の見方を知る
・時刻表に合わせて経路図を作成するを読み取り適切
な時間を選択する
・物の数を数える

・グラフの種類を知る
・グラフの書き方を知る
　（円グラフ、棒グラフ、折れ線グラ
フ）

思
考
・
判
断
・

表
現

・金額の大小を判断できる
・金額に合わせて商品を選択する
・予算内で商品を選択する

・図形の種類によって分類する（三角
形、四角形、台形、平行四辺形、多角
形、円）

・様々なものの長さを目測で判断する
・自分が持てる重さの限界を判断する
・重さと量の関係を考える
・設計図を確認し、ものづくりができる
・距離に対する時間の感覚について考える
・予定からスケジュール出発時刻や到着時刻を考える

・表を読み、活用する
・求人票から給料を読み取る
・データから必要な情報を読み取る

知
識
・
技
能

・貨幣、紙幣の金額がわかる
・合計金額と電卓を使っておつりを計算する
・買いたい物資料から商品の金額を調べる
・小遣い帳を記入する

・三角形、四角形等の多角形の形を
知る

・物の数を数える
・長さ、重さ、量を測る
・時間の単位変換をする
・時刻表の見方を知る
・時刻表に合わせて経路図を作成するを読み取り適切
な時間を選択する

・グラフの種類を知る
・グラフの書き方を知る
　（円グラフ、棒グラフ、折れ線グラ
フ）

思
考
・
判

断
・
表
現

・10の合成、分解をする
・数の大小を判断する

・構成する要素を生活の中で探す ・グラフを見て、結果を考察する

知
識
・

技
能

・生活で使われる加法・減法の計算をする
・卒業後に一人で簡単な買い物ができるようにお金
の計算の仕方を習得する（10円、50円、100円）

・三角形、四角形の形を知る
・生活に必要な長さを測る
・生活に必要な重さを測る
・アナログ時計から時刻を読み取る

・データをグラフに表す

知的高等部「つけたい力を考えるシート」年間目標（１年でつけたい力）一覧 ＜数学＞

　　　　　内容

観点

産
業
技
術
コ
ー

ス

Ａ

Ｂ

資料 1 知的高等部「つけたい力を考えるシート」 

年間目標（1年間でつけたい力）一覧〈数学〉 



14 

 

2. 「つけたい力を考えるシート」と教育課程をつなげる取組 

平成 29年度は、次年度以降の教育課程編成への活用に向けた「つけたい力を考えるシー

ト」の土台作りとして位置づけられる。 

平成 29 年度以前の指導内容表には、評価方法等を記入する欄は設けられていなかった

が、平成 29年度より本シートに「評価方法等」の欄を作成した。この作業によって、単元

（題材）ありきで目標やねらいを設定していたという課題に対して、「つけたい力」から評

価について検討するように意識が変わっていった。 

 また、平成 29年度に共同研究者として招聘した国立特別支援教育総合研究所総括研究員

（現神戸親和女子大学准教授） 武富博文氏から、「つけたい力」が身に付く授業づくりのた

めには、さらにカリキュラム・マネジメントを意識することが大切であるとの助言を受けた。

学校目標、教育方針等と指導内容の関連を図ることや他教科との関連を教員一人ひとりが

「カリキュラム・マネジメントの視点」をもって取り組むことについて、具体策を検討した。

まず学部目標から国語と数学等における「つけたい力」を考え、指導案作成時に「他教科と

の関連」（資料 3）を明記することを試行的に取り組んだ。 

 

観点２： 

教育課程・個別の指導計画の実施状況とその評価 

資料 3 「他教科との関連」の項目をいれた指導案様式 
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3. ウェアラブルカメラの整備による授業の振り返り及び評価の改善・向上 

 本事業を受けて、小型のウェアラブルカメラ「GoPro」を新たに購入・整備した。「GoPro」

には小型で防水機能が備わっている。そのため、従来撮影が困難だった場所や場面における

児童生徒の様子を記録することが可能となった。具体的には、プール等水中での児童生徒の

活動の様子や、黒板の上部に設置することで、児童生徒が注意を逸らすことなく、教師側の

目線から児童生徒の様子に関する映像を記録することができるようになった。 

具体的には、プール等水中での児童生徒

の活動の様子や、黒板の上部に設置するこ

とで、児童生徒が注意を逸らすことなく、教

師側の目線から児童生徒の様子に関する映

像を記録することができるようになった

（資料 4）。一例として成果報告書では、知

的高等部において、産業技術コースの職業

とＡ類型生活単元学習の授業で、ウェアラ

ブルカメラで撮影した動画を用い、特に導

入部分における教員と生徒のやり取りから、部研究のグループごとに生徒の変容を検証し

た。 

その結果、生徒にとって、より主体的で対話的になる授業を目指していながら前時の振り

返りや本時の説明が教員主導であったため、その後のグループ活動等で生徒の主体性や活

発な対話につながっていないことが分かるなど、教員側の課題が明らかになった。 

 

4-1. めいわ市（いち）による作業製品の販売会 

 研究協力校である明和特別支援学校では、学校名にちなみ、地域の方々に作業学習で作っ

た木工製品などの製品を販売する「めいわ市」を年に 4 回行うことを通じて、地域社会の

人々との交流を行っている。「めいわ市」に向けて、生徒は 14班（各班 10名程度）に分か

れて準備を進める。その 1 つである菓子製造班は、地域の洋菓子店から、焼き菓子に関す

る助言や指導をもらい、それを製品にフィードバックしている。また、地域の特産物を使用

した製品の開発を行い、準備段階から地域を意識した活動を取り入れた。 

平成 28年度からの取組として、上記の各作業班からリーダーを選出し、リーダー会議を

設定するようになった。 

当日は、高等部の生徒は、はっぴを着て、中学部の生徒は体操服で作業製品を販売した。

 

観点４： 

障害のない幼児児童生徒・地域社会との交流及び共同学習の設定 

資料 4 ウェアブルカメラ記録写真 

観点 3： 

個のニーズにあわせた指導法、学習環境・支援の工夫 
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その中で中学部の生徒は、自分たちと高等部の生徒たちとの違いを意識し、高等部の生徒を

モデルに作業製品を販売するなど、短期的なキャリアを意識する場面が設定されている。ま

た、作業製品は準備していたレジ 5 台分に行列ができるほど好評で、販売成果が見えるた

め、生徒が大きな達成感を感じられる取組となっている。これらの取組は、生徒の「主体的・

対話的で深い学び」につながるだけでなく、生徒のキャリア教育を推進する取組だといえる。 

 

4-2. 各学部における学校間交流 

 研究協力校では、全学部において地域の小・中・高等学校と学校間交流を行い、障害のな

い児童生徒との交流及び共同学習を設定している。小学部及び中学部では年に 2 回、近隣

の小学校や中学校と交流を行っている。具体的には、特別活動や保健体育の授業等を題材に

交流する対象学年を設定し双方の学校を訪問する形で進めている。 

 また、高等部（知的障害教育部門及び肢体不自由教育部門）では、2校の一般高校と交流

を行っている。知的障害教育部門では作業学習（栽培）や総合的な学習の時間で、肢体不自

由教育部門では最初に研究協力校に相手先の生徒を招き、その後 10月に行われる文化祭で

のゲームの企画をしたり、模擬店販売を一緒に行ったりした。こうした交流及び共同学習を

通じて、相手先の高等学校の生徒の中に介護職を目指す生徒が現れるようになった、といっ

た成果が挙げられている。 

 

5. 外部共同研究者との学部協議会を通じた授業の評価・改善 

 本事業を受けて、研究協力校では、外部の共同研究者を招聘して年間複数回の共同研究を

行った。平成 29年度における具体的な共同研究者として、知的障害教育部門小学部には岡

山大学教授 佐藤曉氏、中学部及び高等部には国立特別支援教育総合研究所総括研究員（現

神戸親和女子大学准教授） 武富博文氏を、肢体不自由教育部門高等部には日本体育大学教

授 長沼俊夫氏を年間 1回ずつ招き、研究や指導内容等への評価を受けた。 

各学部で受けた助言をもとに、授業改善を進めることで、「思考力・判断力・表現力等」

を高める授業改善につながった一方で、全ての教科のベースである国語科との関連や各教

科のねらいを踏まえどの教科でどの内容を扱うか、教育課程の理解が必要との指摘があり、

新たな課題も明らかになった。 

 

  

観点５： 

多面的な視点からの学習評価・授業評価・学校評価の実施 
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福井県 

・福井県立盲学校（視覚） 

・福井県立ろう学校（聴覚） 

・福井県立福井特別支援学校（肢体） 

・福井県立福井東特別支援学校（病弱・肢体） 

・福井県立福井南特別支援学校（知的） 

・福井県立嶺北特別支援学校（知的） 

・福井県立奧越特別支援学校（知・肢・病） 

・福井県立南越特別支援学校（知・肢・病） 

・福井県立嶺南東特別支援学校（知・肢・病） 

・福井県立嶺南西特別支援学校（知・肢・病） 

 

1. 「就労応援サポーター企業」との連携・協力 

 福井県では、高等部がある県立特別支援学校 10校すべてが研究協力校として指定されて

いる。キャリア教育を大きなテーマに据え、地域企業等と学校が連携・協力した、生徒の職

業教育・就労支援ならびに自立と社会参加に向けた小学部から高等部までの系統性ある教

育課程を研究課題とした。とりわけ、多くの生徒にとって卒業後の進路選択の幅が広がるよ

う、社会で働くために必要とする要素の他、高等部卒業後の「自立」面で必要とされる要素

を「ライフキャリア」として整理し、高等部のみならず小・中学部を含めた 12年間の学校

生活において「ワークキャリア」「ライフキャリア」の両面から指導・支援が必要と考えた。 

 そこで、作業学習を核に、就労応援サポーター企業による技術指導等、地域企業と連携し

た職業教育・就労支援や技能検定等の実践を通した中学部段階からの系統性あるキャリア

教育の在り方に関して実践研究を行った（資料 1）。これは、福井県全体のキャリア教育の

底上げをねらいとしている。実践研究を行うにあたり、10校合同の進路指導部の担当者会

の中で、本事業の実践研究に関する話し合いを行い、各学校間の共通理解を図った。 

研究協力校（課程又は障害種） 

 

研究の成果 

 観点１： 

各モデル事業内、及び近隣自治体間における概念（用語）の共通理解・合意形成 
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また、平成 28年度に、生徒の作業実習や企業見学の他、学校での作業学習時の技術指導等、

企業と連携した職業教育・進路支援を進めるため、「就労応援サポーター企業」登録制度を

創設した。平成 29年度末時点で 204社が登録している。 

「就労応援サポーター企業」のサポート内容として、「職場見学」「就業体験」「職場実習」

「技術指導」「研修会」「雇用促進」の項目があり、企業によってサポート内容は異なってい

る。「雇用促進」を行っている企業では、実際に高等部の生徒の雇用を積極的に行っている。 

 

2. 系統性のあるキャリア教育の在り方の検討 

 各研究協力校において、観点 1 で示した「就労応援サポーター企業」と連携した作業実

習や職場実習等の職業教育・就労支援の実施に加え、福井県版技能検定から、生徒の自立と

社会参加に必要な力を整理し、作業学習や職業等の授業で必要な指導・支援を検討し実践し

た。また、実践内容を各学校及びキャリア教育担当者会で整理し、中学部段階からの系統性

あるキャリア教育の在り方を検討した。 

 具体的には、作業学習時の技術指導では、4 つの特別支援学校で 32 回、延べ 297名の

生徒が、食品加工や喫茶サービス、清掃、園芸等でサポーター企業からの専門的な技術指導

を受けた。具体的には、パン製造やフラワーアレンジメント等に関して、外部講師を招いて

技術指導（資料 2-1、2-2）を受けた。 

 

 

 

観点２： 

教育課程・個別の指導計画の実施状況とその評価 

資料 1 実践研究モデル図 
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企業からの指導について各学校からは以下のような効果が報告されている。 

以上のように、作業技術の向上に加え、生徒のより良いものを作りたいという向上心が高

まった。 

また、中学部及び高等部合同の作業学習を設定し、中学部と高等部のつながりを高めた。

平成29年度には2校で行い、10名の中学部生徒が高等部生徒と一緒に技術指導を受けた。

実施にあたって、各学校が中高合同の作業学習を行う意義やねらい等を明確に持ち、計画・

実行・評価できるよう、キャリア教育担当者会で合同作業学習の観点を絞った。これにより、

「教える（手本）」「教えられる（真似る）」といった高等部生徒と中学部生徒の役割や、「教

えることによる自己肯定感（高等部生徒）」「上級生の姿を見て、高等部への期待感（中学部

生徒）」といった効果があった。具体的に、以下のような成果が得られた。 

 個別の指導計画に関しては、各校の実態に応じてフォーマットを作成している。学校によ

っては、福祉のサービス利用計画の様式と似た形にしている学校もあり、福祉側と共有でき

るような工夫を行っている。 

資料 2-1 技術指導（パン製造） 資料 2-2 技術指導 

（フラワーアレンジメント） 

・高等部生徒の、外部講師に対しての挨拶やスリッパを出す、送迎する、お礼をいう等

の姿が手本となり、中学部生徒の積極的な行動が見られるようになった。 

・高等部生徒のテキパキと動く姿に刺激され、「あんな風にやりたい」という言葉が中学

部生徒から聞かれた。 

・プロの講師から高度な技術を学べたことにより、卒業後の就労につながる専門性の高

い作業学習を行うことができた。 

・プロの講師から評価してもらうことは、生徒自身が社会貢献を実感する体験になり、

それを積み重ねることで働く意欲を育てる機会になっている。 

・生徒間でのコミュニケーションの向上が見られ、常に相手を意識しながら作業に取り

組むことができた。 
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記載なし。 

 

4. 「交流コーディネーター」の配置による交流及び共同学習の推進 

福井県では、平成 28年度から、学校間交流を中心に取り組み始めた。学校間交流を行う

にあたって、「交流コーディネーター」というアドバイザーを位置づけ、県内に 4〜5 名配

置した。「交流コーディネーター」として、特別支援学校や特別支援学級担当の元校長を選

定し、子どもたちに出前授業や教職員の研修を行なった。居住地校交流では、各学校の対象

児童が在籍する学級担任同士のやりとりで終始してしまうが、学校間交流では他の教職員

も巻き込んで行える点が利点である。 

学校によっては、共同学習をしたことがない学校があり、平成 27年度の時点で、そうい

った小中学校が 130校あった。そのため、県教育委員会を主導に「交流コーディネーター」

を派遣し、交流及び共同学習を行った（資料 3）。その結果として、特別支援学校及び小中

学校ともに、新たな交流や共同学習の機会を設定することが出来る点で意義を感じられる

取組となった。一方で、特別支援学校側には、今までの交流先に加え、他の小中学校との交

流が増えるため、負担感などが大きかったという課題があった。 

なかには、遠隔地にある小中学校との交流及び共同学習においては、地理的条件によって、

実施が難しい状況もある。しかしながら、カリキュラム・マネジメントの視点に立てば、交

流及び共同学習は学校の実態や地域の特性に即して行う必要がある。そのため、上記のよう

な地理的条件や特性に即し、遠隔システムを有効活用して事前・事後学習を組み込むなどの

取組は、交流及び共同学習の特色として捉えることができる。 

 

観点４： 

障害のない幼児児童生徒・地域社会との交流及び共同学習の設定 

資料 3 交流及び共同学習時の様子 

観点 3： 

個のニーズにあわせた指導法、学習環境・支援の工夫 
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5-1. 「学校ジョブコーチ」による実習評価 

多面的な視点からの学習評価に関連した取組として、福井県では生徒の企業実習を支援

する「学校ジョブコーチ」を配置した。「学校ジョブコーチ」の主な役割は、①企業実習の

コーディネート、②実習中の生徒支援及び実習評価、③実習評価を基にした学校における指

導改善の 3点である。福井県全体で 5名配置し、元企業の営業担当や、ハローワークの勤

務経験がある者を選定した。卒業を控えた高等部 3年生への支援のみならず、高等部 1、2

年生段階から、就労に対する課題を学校外の実習の場で明らかにし、学校（教育の場）で改

善したことを次の企業実習で確認しながら進めることが生徒の進路支援には有用であった。 

 

5-2. 福井県特別支援学校技能検定における課題の確認 

 作業学習等で培った力を評価する技能検定実施に向け、平成 29年度から公益社団法人福

井県ビルメンテナンス協会の協力を得て、検定準備委員会にて評価規準、指導書等の作成を

行った。「中学部生徒から参加できる検定」として、基礎的な技能を認定するための校内検

定と校内検定上級認定者がチャレンジする県大会（平成 30 年度から開催）を設けている。 

平成 29年度の清掃技能校内検定の受検者は、高等部生徒が 6 名、中学部生徒が 4 名で

あった（表 1）。 

 

表 1 平成 29年度清掃技能校内検定結果 

※数値（人） 

また、ビルメンテナンス協会による各学校での清掃技術指導と指導担当教員向けの研修

会等、生徒及び指導する教員の技術向上も図っている。 

  級 

学部 
4 5 6 7 8 9 10 

テーブル拭き 高 3  1     

中    1  1  

自在ぼうき 高 1       

中    1    

ダスタークロス 高 2 1 1     

中      2  

モップ 高 3  1     

中      1  

観点５： 

多面的な視点からの学習評価・授業評価・学校評価の実施 
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千葉県 

・千葉県立君津特別支援学校（知的） 

・千葉県立夷隅特別支援学校（知的） 

 

1-1. 研究の目的 

 千葉県では、研究協力校 2 校で異なる研究テーマや目的を設定し、実践研究に取り組ん

だ。まず、千葉県立君津特別支援学校（以下、「君津」）では、知的障害のある児童生徒への

学習評価について、現行の特別支援学校学習指導要領に基づき、教育課程を編成して、一人

一人に個別の指導計画を作成し、目標、手立てに照らし合わせた評価を実施している。各教

科等を合わせた指導の評価については、児童生徒の意欲や態度により判断する部分が多く、

各教科等の内容に基づいているにもかかわらず、「何を学習し、何ができるようになったの

か」という説明が十分とはいえない状況にあり、各教科等の目標に準拠した評価の観点によ

る学習評価を行うことが課題となっている。 

これらのことを踏まえ、「君津」では各教科等を合わせた指導について、各教科等の内容

や評価の観点の明確化を図り、効果的な指導方法について研究することとし、研究テーマを

「知的障害のある児童生徒の質の高い学びを実現するために必要な学習指導と評価の在り

方」と設定した。 

 千葉県立夷隅特別支援学校（以下、「夷隅」）では、これまでも特別支援学校においては、

キャリア教育の全体計画を作成して取り組んでいるところであるが、本研究を通して、各学

部内で指導する各教科間の関連性（各教科や領域等でキャリア教育と係わる主な事項を明

らかにするなど）や校内における各学部間のつながり、家庭や地域との連携の在り方等につ

いて、更に検討することが課題として明らかになった。 

 そこで、本研究では、キャリア教育に係わる各教科間の関連性や、校内における各学部間

のつながり、家庭・地域や産業現場との連携の在り方などについて検討し、小学部段階から

連続したキャリア教育を推進するための教育課程の編成や指導方法等を明らかにすること

を目的とした。 

 

研究協力校（課程又は障害種） 

 

研究の成果 

 観点１： 

各モデル事業内、及び近隣自治体間における概念（用語）の共通理解・合意形成 
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1-2. 校内研修による共通理解（「君津」） 

「君津」は大規模校ということもあり、平成 29年度は研究を進めるにあたって教師間の

共通理解を図ることに着手した。 

校内研修では、筑波大学附属大塚特別支援学校 中村晋氏より「～各教科・領域を合わせ

た指導について～戦後の教育方法史から今日的課題まで」というテーマで「各教科等を合わ

せた指導の歴史と特徴」「各教科等を合わせた指導の課題」について、助言を受けた。また、

文部科学省初等中等教育局視学委員特別支援教育調査官（現神戸親和女子大学准教授） 武

富博文氏から、新学習指導要領の改訂のポイントについて助言を受けた。これらの研修によ

り、次年度行う研究への共通理解ができ、各教科等を合わせた指導における関連する各教科

等の内容を意識した授業づくりや児童生徒のつけたい力を観点とした学習評価に加え、単

元の評価（教師の評価）の必要性等、次年度の研究で目指すことが明確になった。 

 

1-3. 校務分掌の活用をはじめとした学校全体で共通理解を進める取り組み（「夷隅」） 

「夷隅」では、小学部から高等部までの

全教育課程を通して取り組むために校務

分掌の組織を活用した。分掌ごとにどの

ような学習活動が考えられるか、月 1 回

の校務分掌会議でアイデアを出し合っ

た。校務分掌会議を中心に検討を進めた

ことで、各学部の立場から意見交換をし、

教員一人一人がキャリア教育について考

える機会となった。また、生徒指導、保健

指導、給食指導等の指導部門のつながり

ができ、「なぜ、なんのために」が明確に

なるなど１本の柱ができた。 

校務分掌会議等で話し合った取組を

「キャリアの視点を取り入れた学習活動

の工夫」（資料 1）としてまとめ、小学部

から高等部までの各学齢期に応じた学習

活動を「各学部と連携・継続した支援」（資

料 2）として整理することができた。 

次年度以降の課題として、授業づくり

に焦点を当て、小学部、中学部、高等部の

つながりを意識しながら、各学部段階で

整理した学習内容を実践していくこと。実践する際には、平成 29年度に作成した「各学部

と連携・継続した支援」を活用するとともに、児童性の子に応じたねらいや手立てを明確に

資料 1 キャリア教育の視点に立った 

学習内容の広がり 
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して取り組んでいくこと。さらに、授業を振り返り改善していくためのサイクルや児童生徒

それぞれの評価方法を検討し、キャリア発達を引き出すための授業が展開できるようにし

ていくことが挙げられた。 

このように、各校務分掌で検討した内容を教員間で共通理解し、学校全体で実施した。役

割をもって活動する取組を通して、自分から進んで活動する姿が見られたり、目的をもって

取り組む姿が見られたりした。 

 

 

 

2. 教育課程研究協議会の開催（「君津」） 

「君津」では、教育課程研究協議会を平成 30年１月と３月に実施した。教育課程研究

協議会委員を校外から６名依嘱し、「君津」の研究について指導・助言を仰いだ。平成 30

年３月の教育課程研究協議会において、平成 29年度の研究の成果と課題、平成 30年度

の方向性について、評価を行い、平成 30年度は学部のつながりを意識した取組へとつな

げた。 

 

観点２： 

教育課程・個別の指導計画の実施状況とその評価 

資料 2 各学部と連携・継続した支援（学習活動） 
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3-1. 評価の観点設定による目標の明確化・手立ての工夫（「君津」） 

 「君津」では、評価の観点を明確にする取組をした。中学部では、実態把握表（資料 3-

1）と評価規準表（資料 3-2）を作成した。評価の観点を「育成を目指す資質・能力の３

観点」とし、発達段階ごとに目標や内容を整理した。実態把握表や評価規準表で教師間の

共通理解が図られ、手立ての工夫について話し合ったり、授業改善につながったりした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点 3： 

個のニーズにあわせた指導法、学習環境・支援の工夫 

資料 3-1 実態把握表 

資料 3-2 評価規準表 
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3-2. 個に合わせた振り返り（「夷隅」） 

「夷隅」では、児童生徒自身がわかりやすい方法（実物、動画、写真、イラスト、ことば）

を用いて振り返り（評価）を行った。例えば、中学部の日常生活の指導「清掃検定」や小学

部の生活単元学習では、がんばったことについて文で記述するだけでなく、本人が実際に頑

張っている様子の写真を賞状やメダルに掲載し、児童生徒が自分の頑張りがわかるような

工夫をした。 

ことばで表現することが難しい児童生徒に対しては教員が言語化して返した。また、表出

が難しい児童生徒にはドロップスのイラストや、DropTalk・vocaco といったアプリを利

用した（資料 4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載なし。 

 

5．評価規準やアセスメントシートを用いた複数の教員による評価（「君津」） 

「君津」では各教科や各教科等を合わせた指導において、育成を目指す資質・能力の 3つ

の柱を評価の観点として評価表の作成に取り組んだ。チェック項目を作成することで、指導

内容や手立てが具体的になり、児童生徒の変容がわかるようになった。 

 

 

 

  

観点４： 

障害のない幼児児童生徒・地域社会との交流及び共同学習の設定 

観点５： 

多面的な視点からの学習評価・授業評価・学校評価の実施 

資料 4 イラストによる振り返り 
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京都府 

・京都府立八幡支援学校（知的・肢体） 

・京都府立聾学校（聴覚）  

・京都府立丹波支援学校（知的・肢体） 

 

1. 「地域貢献」というキーワードの設定 

 京都府では、次の 2点をテーマに設定し、研究を行った。第一に、交流及び共同学習にお

ける児童生徒に生きる力を育む教育的有効性を実践的に検証することである。具体的には、

交流及び共同学習と教科別・領域別の指導、各教科等を合わせた指導における指導のねらい

との適切な関連の在り方について明らかにする。また、他の教科別・領域別の指導、各教科

等を合わせた指導で培われた力が、どのように交流及び共同学習において発揮されたのか

を検証し、生きる力を育む総合的な教育課程の在り方を明らかにする。 

 第二に、地域社会との教育実践の共有や地域社会への発信等により、共生社会の形成に貢

献する。地域社会で共に活動する実践により、地域社会に共生社会の理念がどのように広が

っていったかを明らかにする。このように、京都府では「地域貢献」をキーワードに共生社

会の形成・実現に向けた取組について各研究指定校で検討した。 

中でも、京都府立丹波支援学

校（以下、「丹波」）では、「地

域とつながる」をテーマとし

て、授業づくり・研究を行って

きた。その際、植草学園大学教

授 名古屋恒彦氏等に助言等を

受けながら研究を進めた。具体

的には、地域社会の中で豊かに

生き抜くためにつけたい力と

して、平成 29年度に「つけた

い力表」（資料 1）を作成した。 

研究協力校（課程又は障害種） 

 

研究の成果 

 観点１： 

各モデル事業内、及び近隣自治体間における概念（用語）の共通理解・合意形成 

 

資料 1 つけたい力表 
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小学部から高等部の全学級を発達段階ごとに分け、学部を越えた分科会を組織し、学部研

究と縦割り研究の２つで研究を進めた。学部研究においてはそれぞれの学部（生活年齢）に

おいてつけたい力を、縦割り研究では、児童生徒の発達年齢におけるつけたい力や系統的な

指導のあり方について討議した。これらをもとに、各学部の実践を検討・共有することで、

12年間の系統性のある指導の実現を目指した。 

また、KKPJ（共生社会形成貢献プロジェクト）という名の下に、地域とつながる質の高

い実践の積み上げを行った。授業等において実際につながることができた地域の方や地域

の施設を整理し、「T（丹波）S（支援）G（学校）つながりマップ」（資料 2）として一覧に

まとめた。一度、一覧にまとめることで、マップを活用しながら地域資源を有効活用した質

の高い授業実践を行うことが可能となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1. 教育課程マネジメント年間指導計画の作成（京都府立八幡支援学校） 

京都府立八幡支援学校（以下、「八幡」）では、「一人一人の共生社会につながる交流及び

共同学習～共生社会でよりよく豊かに生きる力を育む教育課程づくり～」を研究テーマに

設定し、知的障害特別支援学校のカリキュラム・マネジメントに取り組んだ。平成 29年度

の成果として、「教育課程マネジメント年間指導計画」（資料 3）を作成した。 

「教育課程マネジメント年間指導計画」を作成する際のポイントとして、次の 3 点を考

慮した。第一に、同時期に取り組む他の教育活動とのつながりの計画を意識した「教科等横

観点２： 

教育課程・個別の指導計画の実施状況とその評価 

資料２ TSGつながりマップ 
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断的なつながり」、第二に、児童生徒にどのような力をつけたいかを考えた学習内容の年間

計画である「年間のつながり」、第三に、学習の節目に設定する交流及び共同学習である「交

流及び共同学習とのつながり」である。 

「教育課程マネジメント年間指導計画」を作成・活用することで、「教科等横断的なつな

がり」の点では、「ある教科・領域での目標を達成するための活動を他の教科・領域に取り

入れることができた」「ある教科・領域の授業で扱いきれなかった内容を自立活動で個別に

アプローチすることができた」などといった成果が挙げられた。また、「年間のつながり」

という点では、「授業内容が体系的・発展的になっているか、確認・調整がしやすくなった」

「学習する内容に偏りがないか確認しやすくなった」といった成果が挙げられた。「交流及

び共同学習とのつながり」という点では、年間指導計画があることで授業講習の時期を把握

し、単元の中での授業交流の位置づけを明確にし、有効活用することができたという成果が

あった。それぞれのつながりが、個々の生徒の今の到達点を成果とし、今後はより有機的な

つながりとなるよう吟味する必要性がある。 

上記のように、教科横断的な視点や年間のつながりへの意識は高まった一方で、それらの

意味や効果についての検討が不十分であり、児童生徒の実態に即したつながりになってい

るのか、という点に大きな課題が残った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 3 教育課程マネジメント年間指導計画 
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2-2. 「授業ガイド」による地域との関係づくり 

「丹波」では、「社会に開かれた教育課程」の実現のため、学校として育成する資質・能

力を明確にし、地域社会と共有することが重要であるという視点に立ち、年間 6 回の学校

公開を行った。その際、学習で子どもたちにつけたい力や工夫した点を「授業ガイド」（資

料 4）として作成し、参観者から授業への意見や感想を受け、よりより授業づくりに取り組

んだ。また、参観者には、「授業参観アンケート」で授業を評価してもらうとともに、子ど

もたちが地域の中で豊かに生活していくために必要な力や活動のアイデアを考えてもらっ

た。なお、「授業ガイド」は、保護者や地域の方に授業内容等がより伝わりやすいように簡

単な言葉で完結に書くことを全校で意識した。 

 

 

 

3. 「授業改善シート」の作成・活用 

 「八幡」では、平成 29年度に、「教育課程マネジメ

ント年間指導計画」に加え「授業改善シート」（資料

5）を作成した。児童生徒一人一人の目標・指導内容・

指導方法・評価規準・学習評価を「授業改善シート」

から明らかにし、授業改善に取り組んだ。 

 授業改善を行う際には、「活動の選択」「活動量の調

整」「活動の流れの設定」「活動の場の設定」「道具等

の選択」「ペアやグループの設定」「直接的な言葉掛け

や問いかけの工夫」の 7観点を挙げている。一つの単

元につき一つの「授業改善シート」を作成し、毎時（も

しくは毎次）の授業の成果と課題を共有し、授業改善

を継続した。 

資料 5 授業改善シート 

資料 4 授業ガイド 

観点 3： 

個のニーズにあわせた指導法、学習環境・支援の工夫 
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4-1. 「丹波」の事例 

 「丹波」では、各学部が同年代の児童生徒で交流及び共同学習を設定している。中でも、

高等部は、互いの理解を深め、活動を通して学び合うことを目標に、学校がある口丹地域の

全ての高校の希望した生徒が一同に「丹波」に集まる交流会を開校当初から継続的に行い、

システム化している。平成 29年度は 39回目の交流会であった。 

 口丹地域の高校生との交流会に向け、「丹波」の実行委員と口丹地域の各学校の代表者が

集まり、学校代表者会議を行った。学校代表者会議は、各グループに分かれて少人数で障害

理解学習や当日に向けた準備を行った。当日は、「丹波」の高等部からは 61 名、口丹地域

の高校生は 57名、合計 118名が参加し、各校の発表や 7つの分科会に分かれて活動を行

った。参加した生徒からは、「今日たった一日だったけど、みんなと盛り上がり笑い合うこ

とができて本当に楽しかったです。」「人は支え合っているということを実感することがで

きました。」「自分の学校の生徒をもっとつれてきたいと思った。もっと学べると思うから。

障害があってもなくても『自分たちといっしょやん。』っていうことがわかった。」等の感想

があった。交流会後、第二回学校代表者会議が開かれ、交流会のまとめと次年度に向けた話

し合いがなされ、交流当日の感想文を冊子にして各校に送付した。 

 

4-2. 「八幡」の事例 

「八幡」では、小学部の「遊び」の指導において、以下のようなエピソード記録が得られ

た。 

観点４： 

障害のない幼児児童生徒・地域社会との交流及び共同学習の設定 

小学部の「遊びの指導」では、 運動会をテーマに、背伸びやしゃがむ等の普段しない

ような体の動かし方を経験したり、友達や教師と楽しい活動をすることで要求や思いを

言葉や表情で伝えたりすることを目的とする単元を実施した。前単元とのつながりや、

同時期に取り組む他の教育活動とのつながりも意識し、自立活動や日常生活の指導で

は、「伝えたい」と思ったときに伝えられる表出方法や、人との関わり方等を学んでい

る。また、初めての人や活動が苦手な児童が多いことに配慮し、全員が見通しと自信を

もって活動に向かい自立的に動けるように、活動の流れをほぼ同じにした。これら児童

一人一人に合わせた設定や支援が実を結び、ついた自信や意欲を土台に、授業交流に臨

んだ。初めて会う高校生に緊張し、強ばった表情の児童もいたが、活動が進むにつれて

「これ知ってる！」と自信をもち、高校生と一緒に活動することができるようになった。

自分から高校生に対して「もう一回」「もっと」と言葉や行動で表す児童の姿も見られ

た。「楽しい！もっとやりたい！」「もう一回って伝えたい」等言葉やサイン、写真カー

ド、表情で伝えることができた。 



32 

 

5. 交流及び共同学習の意識調査アンケート 

 「八幡」では、児童生徒、保護者、教職員を対象に「交流及び共同学習意識調査アンケー

ト」を実施し、交流及び共同学習の教育効果を検討した。アンケートの結果、生徒からは、

「知らない人に会っていくなかでコミュニケーションが高まっていった。」「自分の得意な

ことを相手に教えてあげられるようになった。」等、コミュニケーションに関する記述が多

くあった。 

また、保護者からは、「高校生と触れ合うことで普段はできないことも体験でき、良い刺

激になっている。」といった交流及び共同学習の意義に関する記述や、「以前は受け身がちだ

ったが、だんだん自分の思いを伝えようとする行動がでてきた」といった児童生徒の成長に

関する記述、「交流する機会を設けることで、日常的に障害のある子ども達と関わることが

ない地域社会の方達とも自然と関わりをもつことができる場になってくると感じます。」と

いった共生社会の形成に果たす役割に関する記述が見られた。 

教職員からは、「日々の学習でつけてきた力（他者と協力する、誰かを見本に取り組んで

みようとする、集団で活動する等）を交流及び共同学習の場で発揮し、確かなものへとなっ

ていると感じる。」といった児童生徒の成長に関する記述や、「限られた交流の相手と時間で

はあるが、その小さなつながりが、いずれ個々の高校生や本校の児童生徒にとって、社会で

の生活に結び付いていくと、日々の交流のなかでの関わりを見て感じる。」といった、障害

理解に関する記述が見られた。 

これらの結果から、交流及び共同学習の実践が、互いを尊重し、支え合い認め合う機会と

なり、そのことがこれからの共生社会の形成の担い手となる人を育てることにつながって

いると考えられる。 

 

  

観点５： 

多面的な視点からの学習評価・授業評価・学校評価の実施 
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大阪府 

・大阪府立生野支援学校（知的） 

・大阪府立東淀川支援学校（知的） 

 

1. キャリア教育マトリクスの作成・活用 

 大阪府では、研究協力校である 2 校ともに、キャリア教育の観点から教育課程の改善及

び充実を研究テーマとして設定した。 

大阪府立生野支援学校（以下、「生野」）では、キャリア発達の定義や育ってほしい力をま

とめたものとして、キャリア教育マトリクス表を作成した。育ってほしい力を４つの領域

（①人間関係形成・社会形成能力②情報活用能力③将来設計能力④意思決定能力）に分け、

小学部の児童をイメージしながら第一段階、中学部の生徒をイメージしながら第二段階、高

等部の生徒をイメージしながら第三段階というように学部毎のキャリア発達の目標を設定

した。 

しかし、中学部や高等部の生徒の中にも小学部の目標を取り入れる生徒がいるため、あえ

て小学部、中学部、高等部という表記ではなく、あくまで児童生徒の発達段階に応じた目標

を取り入れられるよう第一段階、第二段階、第三段階という表記にすることとした。 

このように作成したキャリア教育の目標を、小学部から高等部までの授業や特別活動、学

校行事等あらゆる場面に取り入れ、シラバスにもキャリア教育の観点欄を追加することで

キャリア教育を意識しながら教育活動を行っている。 

 また、大阪府立東淀川支援学校（以下、「東淀川」）でも、キャリア教育マトリックス（資

料 1）を作成している。「東淀川」では、小学部は職業及び生活にかかわる基礎的な能力獲

得の時期、中学部は職業及び生活にかかわる基礎的な能力を土台に、それらを統合して働く

ことに応用する能力獲得の時期、高等部は職業及び卒業後の家庭生活に必要な能力を実際

に働く生活を想定して具体的に適用するための能力獲得の時期と位置づけている。 

「キャリア教育マトリックス（育てる力）」でキャリア発達の段階を「人間関係の形成、

コミュニケーション」「情報活用能力」「将来設計能力」「意思決定能力」の４領域からとら

え、学部ごとに段階的に育てたい力を設定し、それらを象徴する言葉として小学部「気づく」

研究協力校（課程又は障害種） 

 

研究の成果 

 観点１： 

各モデル事業内、及び近隣自治体間における概念（用語）の共通理解・合意形成 
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中学部「伸ばす」高等部「活かす」を各学部のテーマとしている。 

 

 

 

2-1. 「生野」の事例 

「生野」では、教育課程の編成に関しては、教育課程検討委員会（管理職、教務部長、各

学部主事、各学部教務主任）を月に１回開催しており、その場でキャリア教育マトリクスや

年間指導計画、個別の指導計画の様式、２学期制等について検討している。また、学部主事、

教務主任を中心に各学部でも学習指導要領を基に教育課程の見直しを行った。 

 個別の指導計画に関しては、学部によって異なる部分もあるが、年度末に次年度の計画を

立てて新年度の担当が見直すようにしている学部や、新年度の４月から５月までに児童生

徒の実態把握を行い、６月までに計画を立てる学部がある。実態把握はいずれの学部も日々

の児童生徒の学校生活での様子を基に学年、クラス、グループ、教科で相談したうえ、目標

の設定を行っている。 

 

 

観点２： 

教育課程・個別の指導計画の実施状況とその評価 

資料 1 「キャリア教育マトリックス（育てる力）」（「東淀川」） 
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2-2. 「東淀川」の事例 

「東淀川」では、教育課程実施計画表に基づく年間計画に沿って授業を行い、授業研究を

中心とする実践研究を通して組織的・計画的に教育活動の質の向上を図り、教育目標の達成

をめざしている。 

個別の指導計画に関しては、年度当初に保護者と情報を共有して、学期ごとに個別面談等

の機会に個別の指導計画に基づく評価を保護者とともに行って短期目標等の修正を行って

いる。また、年度当初に学級担任間で評価し合いながら個別の指導計画を作成し、学期ごと

に目標達成状況を学級担任間で評価し短期目標等の修正を行っている。 

 

3-1. 医療的ケアの必要な児童生徒への配慮（「生野」） 

「生野」は、知的障害支援学校であるが、医療的なケアが必要な児童生徒や身体障害者手

帳（肢体、視覚、聴覚）を取得している児童生徒が複数在籍している。看護師も勤務してお

り医療的ケアが必要な児童生徒に対しては、日頃の体調管理はもちろんのこと、緊急時シミ

ュレーションの際に専門的な立場からアドバイスを受ける等、児童生徒が安全に、安心して

学校生活を送れるよう配慮している。 

また、視覚障害や聴覚障害がある生徒に対しては外部の講師を招いて単眼鏡や白杖の使

い方、難聴児童生徒へのアプローチの仕方等の研修の機会をもつ等、個々の実態に合わせた

指導ができるようにしている。他の障害に合わせた大掛かりな設備環境や教具もないため、

学校でできる範囲をあらかじめ保護者等に示し相談しながら児童生徒への支援を進めてい

る。 

 

3-2. 主体的・対話的で深い学びを実現するための手立て（「東淀川」） 

 「東淀川」では、主体的・対話的で深い学びを実現するために、「三つの力」を設定し、

学校全体で共有している。第一に「自ら考え行動する力」、第二に「変化に対応できる力」、

第三に「コミュニケーション力」である。それぞれの力を育てるため、次のような手だてを

共有した。 

まず、「自ら考え行動する力」を育てる手だてとして、具体的でわかりやすい指示や、自

主的な判断や見通しが持てる工夫、理解度に応じた学習内容の変更・調整をし、基礎的・基

本的内容を重視した。 

続いて、「変化に対応できる力」を育てる手だてとして、経験をもとに考える機会を多く

用意する、考えやすい発問や提示の仕方の工夫、学習したことが実際の生活に役立つよう具

体的で体験的な内容の工夫、場面や状況を把握し望ましい行動がとれるよう助言、自分の思

いや考えを表現できるよう支援した。 

観点 3： 

個のニーズにあわせた指導法、学習環境・支援の工夫 
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最後に、「コミュニケーション力」を育てる手だてとして、文字の大きさや文の長さ、ル

ビや話し方等を工夫して提示、伝わりやすい表現方法の獲得や代替手段に関する工夫、対話

の履歴が確認できる工夫を行った。 

これらの手だてを児童生徒の実態に合わせて講じることで活動そのものや活動を通した

学習の深まり・定着を促している。 

 

4. 「東淀川」の事例 

地域の小学校２校、中学校２校、高等学校１校と通年で積極的に交流及び共同学習を行っ

ている。例えば小学部では、小学校と音楽の授業で交流したり小学校の児童が本校で障害や

支援教育について学ぶ取組を行ったりしている。また中学部では、中学校と部活動の交流を

行っている。高等部に関しては、職業デザインコースや作業学習の授業で高等学校の生徒と

交流を行っている。これらの取組について、関係学校間で毎月「地域連携会議」を開き、取

組を振り返っての評価と次回の計画作成等を行っている。 

その他校内で、高等部生徒が小学部児童に絵本の読み聞かせを行ったり、中学部と高等部

生徒が合同で部活動を行ったりするなど学部間で交流している。 

 

5-1. 授業改善アドバイザーの助言による授業改善 

 両校に授業改善アドバイザーを配置し、授業改善を図った。「生野」では、平成 29年 11

月に、元校長を 1 名、授業改善アドバイザーとして配置し、火曜日～木曜日に授業観察と

教員への助言等を行った。特に平成 29年度にスタートさせた高等部の職業コースに重点を

置き、印刷や清掃の授業を担当する教員の職業教育への意識改革や授業内容・方法について

のアドバイスを行い、キャリア教育の充実に取り組んだ。 

 「東淀川」では、授業改善アドバイザーを教育課程にかかわる「ソフト面アドバイザー」

として 1 名、作業効率、安全面、コミュニケーション等、企業が求める力の育成（職業教

育）を重視した「ハード面アドバイザー」として 1名を配置した。 

ソフト面アドバイザーに関しては、特別支援教育・キャリア教育に造詣の深い教育経験者

である元府立支援学校校長を週 2日配置し、校内で研究授業を 10回実施のうえ、指導助言

を受けた。また、アドバイザーは全校教育課程検討委員会にも参与し、事業改善に向けたシ

ステムづくりの一つである授業シート及び参観シートの様式作成や運用に向けての助言や

実践研究報告会にむけた協議において助言を行った。 

観点４： 

障害のない幼児児童生徒・地域社会との交流及び共同学習の設定 

観点５： 

多面的な視点からの学習評価・授業評価・学校評価の実施 
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ハード面アドバイザーに関しては、企業において製造ラインの構築に長年携わった経験

のある技術者を週 1 日配置した。アドバイザーからは主に、高等部の職業コースの授業、

作業学習での環境構築について技術的助言を受けた。 

このように、2校において、授業改善アドバイザーの指導助言により、教育課程の充実及

び授業力向上につなげる取組を行った。 

 

5-2. キャリアパスポートによる振り返り 

 児童生徒が自身の成長を実感したり、学習を振り返ったりするための工夫として、両校に

おいてキャリアパスポートを作成した。「生野」では、職業コースにおいて、生徒が日誌の

形で記入することで、生徒自身の意識の変化等を実感することにつながった。 

「東淀川」では、生徒が自身の変容や成長を確かめるためのポートフォリオとして活用し

た。 
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鳥取県 

・鳥取県立鳥取聾学校（聴覚） 

・鳥取県立鳥取聾学校ひまわり分校（聴覚） 

 

1. 校内研修会及び学部研究会等による共通理解・合意形成 

 鳥取県では、鳥取県立鳥取聾学校（以下、「本校」）及び鳥取県立鳥取聾学校ひまわり分校

（以下、「ひまわり分校」）の両校が共通して、多様化する幼児児童生徒の教育的ニーズに応

えるために、個々の実態を多面的に整理・分析し、自立活動や教科等を横断的に関連させた

指導方法や指導体制等を工夫改善することによって、基礎的・基本的な知識及び技能（幼稚

部は「知識及び技能の基礎」）の確実な習得を図ることを目的として実践研究を行った。 

「本校」では、「言語の力」を全体の研究テー

マとして設定し、各学部の実態に合わせてテー

マを設定した。幼稚部では「言語概念の育成」、

小学部では「読みの力の育成」、中学部では「言

語による思考力の伸長」、高等部では「自己を客

観的に捉えたり、多角的に捉えたりする質の高

い思考力」とした。これらのテーマをもとに、各

学部で月に 1回学部研究会及び分掌会を開き、

教職員間の共通理解を進めた。 

また、「ひまわり分校」でも、毎週の学部

会や、月 1回行われる職員研修会で教職員

間の共通理解を深めた。とりわけ、定期的に

教職員がお互いの授業を参観し、学び合う

「参観ウィーク」を設定した。その際、「参

観アンケート」（資料 1）を作成することで、

授業者が観点を意識した授業づくりに心が 

けるとともに、参観者も明確な視点で授業を参観することができた。こうした教職員間での

研究協力校（課程又は障害種） 

 

研究の成果 

 観点１： 

各モデル事業内、及び近隣自治体間における概念（用語）の共通理解・合意形成 

 

資料 1 参加ウィーク アンケート用紙 
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他者評価を通じて、授業改善に取り組んだ。 

 

2-1. 「氷山モデルシート」の作成・活用 

 研究目的の一部にもなっている、個々の実態の多面的な整理・分析のために、「氷山モデ

ルシート」（資料 2）を作成し、それぞれの子どもの実態把握に活用した。具体的には、「氷

山モデルシート」を用いて、個々の子どもの各教科や日常生活の中で見られる強み・弱みを

具体的に記入し、弱みや課題の姿につながる要因は何かを検討した。例えば「教科書や資料

から必要な情報を取り出すことが難しい」といった課題が共通して挙げられた生徒につい

て、感覚や運動の発達の視点から視覚情報の処理の難しさと関連があると考え、自立活動の

指導につなげた。「ひまわり分校」は、規模の小さい教職員集団であるが、全教職員で幼稚

部から中学部までの幼児児童生徒に関わり、多面的に実態を把握することを意識している。

こうした取組を継続的に行うことで、実態把握をもとに授業を組み立てるという流れが定

着し、多様化する実態に対応する組織的な取組が可能となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点２： 

教育課程・個別の指導計画の実施状況とその評価 

資料 2 「氷山モデルシート」 
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2-2. 自立活動や教科等を横断的に関連させた指導の工夫 

 上記の実態把握をした個々の学習上又は生活上の困難やそれに基づく指導目標、指導方

法を教科等横断的な視点で取り組むために、「本校」では、自立活動の個別の指導計画を修

正し、「ひまわり分校」では、「自立活動の流れ図」（資料 3）を作成した。 

どちらも、具体的な指導場面について書き込む欄を加えることで、「誰が（授業担当者）」

「いつ（指導場面）」「何を（指導内容）」「どのように（指導や支援の工夫）」行うのかが明

確になり、担任と授業担当者の共通理解のもと取り組むことができるようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 3 「自立活動の流れ図」 
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3. スタンダードの作成による基礎的環境整備 

 両校において、聴覚障害のある幼児児童生徒の共通した実態を踏まえた授業づくりの基

本的な留意事項をまとめた「鳥聾スタンダード」（資料 4）及び「ひまわりスタンダード」

（資料 5）を作成し、年度初めに全教職員で共有するとともに、新たに定期的な自己評価に

活用することで授業づくりの基礎的環境整備を図った。「ひまわり分校」では、「鳥聾スタン

ダード」を活用しつつ、「ひまわり分校」において大切にしたい事項について「ひまわりス

タンダード」で示すようにした。 

「鳥聾スタンダード」は、教職員の入れ替わりに対応し、聾学校の教育でどのようなこと

に気を付けて授業等を行えばよいか、発問や教室環境、声かけ等 5 つの観点からチェック

項目を作成した。こうした取組は、教職員全体で授業づくりの視点や方向性に関する共通認

識をもつことを可能とするだけでなく、教職員の自己評価や授業参観の視点として活用す

ることで、鳥取聾学校の専門性の維持に役立てるツールとなった。 

 

 

 

 

 

資料 4 「鳥聾スタンダード」 資料 5 「ひまわりスタンダード」 

観点 3： 

個のニーズにあわせた指導法、学習環境・支援の工夫 
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4. 子どもの実態に合わせた交流及び共同学習 

「本校」では、本事業以前から居住地校交流や学校間交流を行っている。学校全体として

も幼児児童生徒が少ないため、保護者の中には集団活動を経験してほしいというニーズが

強くあった。そのため、幼稚部では、毎週火曜日に居住地の幼稚園・保育所等に出向くとい

う取組を行っている。そうした集団での活動を経て、個々の子どもの集団内での課題を把握

し、その後の指導に生かしている。また、小学部では、平成 29年度より継続的に地域の公

民館の方と、こま回し等の昔遊び交流を行い、地域住民との交流を深める取組を行っている

（資料 6-1）。 

一方、「ひまわり分校」では、校庭がないため、中学部に在籍する生徒が地域の中学校で

一緒に新体力テストなどを行ったり、地域の中学校で開かれる手話交流会で、手話の「先生」

として、地域の学校の子どもに手話を教える活動を行ったりしている（資料 6-2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 6-2 手話交流会 

観点４： 

障害のない幼児児童生徒・地域社会との交流及び共同学習の設定 

資料 6-1 あおば公民館との交流 
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5. 生徒自身による自己評価の取組 

 生徒による自己評価については、「ひまわり分校」が中心的に取り組んだ。「ひまわり分校」

では、授業の「ふりかえりシート」（資料 7）を作成した。「ふりかえりシート」には、「め

ざす姿」に関する自己評価と、授業担当教職員による他者評価の項目を設け、客観的にその

日の学習成果を振り返ることが可能になっている。また、「考えが深まったこと」として生

徒が自己の思考を振り返る欄を作成することで、授業における振り返り活動を充実させ、生

徒の学びの深まりを図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

観点５： 

多面的な視点からの学習評価・授業評価・学校評価の実施 

資料 7 「ふりかえりシート」 
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山口県 

・山口県立山口南総合支援学校（視聴知肢病） 

・山口県立宇部総合支援学校（視聴知肢病） 

 

1-1. 山口県特別支援学校技能検定における指導書や評価表等の作成・配布 

 山口県では、従来からキャリア教育のねらいの中に体験活動を重視している。中でも、「山

口県特別支援学校技能検定」（以下、「きらめき検定」）と称した、技能検定（全 1級～10級）

の取組に力を入れている。 

「きらめき検定」は、「喫茶サービス」「清掃」「介護（シーツセット）」「食品加工」「流通・

サービス」の計 5 部門設定されており、県内全 12 校の総合支援学校高等部の生徒を中心

に、各学校の強みを生かせる部門を主担当に任せ、「きらめき検定」に向けた取組を進めて

いる。それに伴い、検定の指導書（資料 1）や評価表（観点 5で詳述）、指導用 DVD等の

映像資料を作成し、県内総合支援学校の小学部・中学部及び小中学校の特別支援学級でも活

用できるように整備することで、教員の専門性の向上につながった。 

 

1-2. 各学校に対する新学習指導要領の留意事項の周知 

平成 29年度には教育課程研究協議会や総合支援学校連絡協議会等、県教育委員会の指導

主事から、各学校の教務主任や進路担当の教員に対して、新学習指導要領の趣旨や各教科・

領域ごとの改訂のポイントを周知した。これらの協議会等を通じて、教務主任が知的障害教

育の各教科等の各段階の内容の系統性に着目した指導の連続性の重要性を理解し、小学部・

中学部段階から連続した早期からのキャリア教育の在り方について検討することができた。 

 

 

 

研究協力校（課程又は障害種） 

 

研究の成果 

 観点１： 

各モデル事業内、及び近隣自治体間における概念（用語）の共通理解・合意形成 
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資料 1 「きらめき検定」指導書 
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2. 地域と連携した社会に開かれた教育課程の検討 

 山口県では、後の観点でも詳述するように、「社会に開かれた教育課程」を検討すること

を大きな取組の 1 つとして掲げた。平成 29 年度には、観点 1 で述べた教育課程研究協議

会や総合支援学校連絡協議会等を通じて、各学校での教育課程の検討を進めてきた。教育課

程研究協議会を通じて、作業学習担当者が、社会の変化に対応して充実が必要な内容につい

て理解するとともに、「きらめき検定」を生かした作業学習の充実や、学部を越えた教育活

動の計画的な推進について検討することができた。 

また、総合支援学校連絡協議会を通じて、教務主任と作業学習担当者が合同で協議や情報

交換を行うことで、それぞれの学校の特色ある授業実践について互いに理解を深めること

ができた。このように、互いの学校の長所を知り特色を比べることで新しい価値を創造する

取組が生まれている。例えば、山口南総合支援学校の縫製作業で培った作業スキルやノウハ

ウを防府総合支援学校の「藍染め」作業と関連づけ、２校合作の藍染め帆布製品を作り出し

ている。こうした取組が刺激となり、それぞれの学校で教育課程の見直しや充実に向けて議

論が深まりつつある。 

 

3. 全総合支援学校へのコミュニティ・スクールの導入・整備 

 山口県は、従前から「地域教育力日本一」を標榜し、平成 28年 4月までに県内すべての

市町立小・中学校にコミュニティ・スクールを導入するとともに、平成 28年 9月より総合

支援学校に段階的に導入を進め、地域ネットワークの構築に尽力してきた。学校運営協議会

の委員数は各学校につき 12～13 名である。総合支援学校という特徴から、様々な地域か

ら児童生徒が通っている。そのため、各児童生徒が居住する地域に設定できているわけでは

ないが、逆にそうした学校的特性を生かすことで幅広い地域からの協力や支援を受けてい

る。 

 このようなコミュニティ・スクールの仕組みを生かして、「きらめき検定」の授業内容や

成果を活用している。具体的には、来校者への接客として湯茶の提供、近くの公共施設を利

用した、誰でも利用できるカフェの実施等、地域と連携を行いながら、学校内での学びを学

校内外で実践的に披露する場面を設定している。 

 

観点２： 

教育課程・個別の指導計画の実施状況とその評価 

観点 3： 

個のニーズにあわせた指導法、学習環境・支援の工夫 
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4. 地域等に密着した取組 

 コミュニティ・スクールの整備に見られ

るように、山口県では地域社会との結びつ

きを重視した実践がなされている。とりわ

け、ヒアリング時には地域を「知り」地域に

「知ってもらう」重要性が語られた。 

具体的には、山口県立宇部総合支援学校

において、学校がある地域の自治会の清掃

活動やショッピングモールでの販売活動、

地域の田植え等、地域に「出向く」活動を行

った（資料 2-1）。 

一方、文化祭で行うカフェのお客さんと

して地域住民を招いたり、地元の歴史の学

習（資料 2-2）や伝統工芸品（さをり織り）

（資料 2-3）を製作する際に地域の方に講

師を依頼したり、本校生徒が講師となって

地域住民といっしょにさをり織り体験をし

たりするなど、地域の方を「招く」活動を取

り入れている。こうした地域と連携した取

り組みは、研究協力校見学時にも行われて

おり、調査者が学校見学を行った際には地

域の水田に出向いて農業の作業学習を行っ

ている最中であった。 

このような取組を継続的に続けることで、

地域側から「管理のされていない道路等を

整備できないか」といった相談がくるよう

になり、道普請や溝普請、竹林の管理等を依

頼され、実施するようになった。 

 

 

 

 

 

観点４： 

障害のない幼児児童生徒・地域社会との交流及び共同学習の設定 

資料 2-1 田植え 

資料 2-2 地元の歴史を学ぶ 

資料 2-3 さをり織り 
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5-1. コミュニティ・スクールを活用した地域・第三者からの多面的な評価 

研究協力校では、学校運営協議会のメンバーを構成する経緯で、労働、福祉、地域、医療

の関係者に加え、保護者や学識経験者を意識的に選出し、多面的な評価につなげている。こ

れらの実践には、地域住民の協力を得なければ、学校教育は進んでいかないという意識が根

底にあることがヒアリング調査において語られた。年間複数回検討協議会を開き、地域と一

緒になって教育のブラッシュアップを図っている。 

 

5-2. 生徒自身による検定級の設定と達成段階を可視化する評価表 

 観点 1で述べたように、本事業を通じて、「きらめき検定」の評価表（資料 3）を作成し

た。本評価表は、各生徒がそれぞれの「作業内容」について、「具体的な評価項目」を達成

できていたら、□にチェックが入り、全ての□にチェックが入ると、「評価」の欄に〇がつ

けられる。基本的には、この〇の数と作業にかかった時間を総合して何級に達しているかが

決定される。 

 また、本評価表の「受検者へのアドバイス」欄は審査員が記入し、すぐに各学校へ返却さ

れるため、即座に各学校で具体的な指導に活用することが可能となっている。さらに、受検

者である各生徒にも評価表を提示することで、自分がどこまで達成できており、何が課題で

あるのか自己理解を深めた。これらの達成段階や課題を教員と生徒が共有することで、「何

を、どのように学ぶか」が明確となり、生徒は意欲的、主体的に学習に取り組むようになっ

た。 

 これらの達成段階をもとに、生徒自身が受検したい部門や級を設定し、どうすれば達成で

きるか教員とともに考えながら学習に取り組んでいる。こうした取組が、新学習指導要領で

もキーワードの 1 つにもなっている「主体的・対話的で深い学び」の実践の成果につなが

ってきている。 

観点５： 

多面的な視点からの学習評価・授業評価・学校評価の実施 
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資料 3 「介護技能検定（シーツ回収）」評価表 
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熊本県 

・熊本県立熊本支援学校（知的） 

・熊本県立荒尾支援学校（知的） 

・熊本県立菊池支援学校（知的） 

 

1-1. 研究目的と目標の設定 

熊本県では、「教育課程編成を進める校内組織や手続き、年間計画等を整理することによ

り、知的障がいのある児童生徒に各教科等を計画的に指導できるカリキュラム・マネジメン

トを進める。さらに、教科別の指導と各教科等を合わせた指導を効果的に組み合わせること

等で『主体的・対話的で深い学び』を実現する授業改善を実施する。」（平成 29年度成果報

告書、原文ママ）という研究目的を設定した。 

また、上記の目的を達成するため、以下 3点の目標を設定した。 

⚫ 目標１：県内各特別支援学校の教育課程改善を進める校内組織や手続き、年間計画等の

整理を通して児童生徒の学習評価を指導計画及び教育課程の改善に結びつける構造化

を図り、カリキュラム・マネジメントを進める。 

⚫ 目標２：各教科等の内容を計画的に指導する指導計画の作成及び指導に当たり、必要に

応じて学習指導要領を参照できるよう、各教科の目標・内容の全体像を捉えられる資料

を作成し、指導目標及び評価規準設定に活用する。 

⚫ 目標３：各教科等の教育の内容毎に授業時数を配当した教育課程に沿って、教科別の指

導と各教科等を合わせた指導を適切に組み合わせる等しながら、題材や単元全体で「主

体的・対話的で深い学び」を実現する授業改善を図り、事例研究を深める。 

 

1-2. カリキュラム・マネジメントシンポジウム、「3校合同打ち合わせ会」の開催 

上記の目的達成に向け、まず目標 1 にかかわる取組として、児童生徒一人一人の学習評

価による指導の改善をカリキュラム・マネジメントに確実につなげる仕組みについて整理

した。具体的には、カリキュラム・マネジメントを進めるためのポイントとして次のような

事項の検討を行った。「校内組織及びそれぞれの役割」「必要な諸資料及び作成の手続き」「会

研究協力校（課程又は障害種） 

 

研究の成果 

 観点１： 

各モデル事業内、及び近隣自治体間における概念（用語）の共通理解・合意形成 
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議及び検討会の開催」「校内で共通理解を図る内容とその手続き」「カリキュラム・マネジメ

ントを進める際のルール」などである。その際、校内体制や諸資料等が構造的に結びついて

成果を上げていることが分かるよう、スケジュール等も合わせて整理した。 

これらのポイントを踏まえて、平成 29年 12月末にカリキュラム・マネジメントシンポ

ジウムを開催した。県内特別支援学校の教員等 350名を超える参加者があった。シンポジ

ウムでは、はじめに県教育委員会の担当者から新学習指導要領の方向性についての説明が

なされたのち、各研究指定校におけるカリキュラム・マネジメント推進のポイントについて

説明がなされた。また、西九州大学教授 古川勝也氏の講演では、教育内容への自覚を高め

ることや、卒業後の視点を生かす必要性などカリキュラム・マネジメント推進のポイントに

ついて共通理解を図ることができた。 

加えて、研究協力校間では、「3 校合同打ち合わせ会」を月に 1 回程度定期的に開催し、

事業の目的等の共通理解や、事業で設定している 3つの課題について共有した。 

 

2-1. 「小・中学部各教科内容表」の作成 

目標 2 にかかわる取組として、各教科等の内容を計画的に指導する指導計画の作成及び

指導に当たり、必要に応じて学習指導要領を参照できるよう、各教科の目標・内容の全体像

を捉えられる資料として「小・中学部各教科内容表」（以下、「内容表」）の作成に取り組ん

だ（資料 1）。平成 29年度は算数・数学科、生活科、国語科について作成を行った。また、

研究指定校間で役割分担を行い、平成 30年 7月を目途に完成させるよう計画した。「内容

表」では、「目標」と「内容」に分けて記載し、新学習指導要領で示されている「知識及び

技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力、人間性等」の 3本の柱に沿って整理

した。 

また、各教科の「目標」「内容」について小学部から高等部までを一つに整理し、各学部

の各段階において学ぶべき内容を一覧表として整理したことで、学部内／間における学び

の系統性・連続性を意識することが可能になっている。高等部の「内容表」は、令和元年度

以降に、作成を行う計画とした。本研究で作成した「内容表」をはじめとする成果物は、県

内の特別支援学校や市町村にも配布する計画とした。 

 

観点２： 

教育課程・個別の指導計画の実施状況とその評価 
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2-2. 「内容表」の活用による「教科」の配置 

目標 3 にかかわる取組として、現在実施している各教科等を合わせた指導に含まれる各

教科等の内容を分析する作業を行った。それぞれの各教科等を合わせた指導において資料 2

のような分析を行い、各教科等の教育内容毎に授業時数を配当して、平成 30年度の教育課

程表を作成した。 

 

運動会単元（１８時間扱い） 

 体育：合図に合わせて走ったり競技に参加したりする。（１６時間のうち８０％） 

 生活：友達や教師と協力して準備や後片付けをする。（１６時間のうち２０％） 

 図工：色を楽しみながらお知らせのポスターを作成する。（２時間） 

 自立活動：時間の見通しをもつことで活動に集中できる。（配慮して指導するので

、時数をカウントしない） 

     

 体育：１３時間扱い 生活：３時間扱い 図工：２時間扱い 計：１８時間 

 

 

資料 1 「各教科内容表」 

資料 2 生活単元学習（運動会単元）において指導している各教科等の教育内容の割合 
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また、「育成を目指す資質・能力」の三つの柱を授業の中で意識して高めることができる

よう、学習指導案において目標に対する評価規準を３観点で作成し、観点別に評価できるよ

う指導案様式を変更した。この指導案を用いて授業研究を行い、単元や題材全体で対話する

場面、振り返る場面考える場面、教師が教える場面などをどのように組み立て、「主体的・

対話的で深い学び」を実現するか検討を行った。 

以上のように、各学校の実態や学校教育目標に照らして、「内容表」を軸に児童生徒の実

態把握を行い、それを次年度の教育課程の改善や個別の指導計画の作成につなげている。 

 

3. 「体感してわかる」工夫による「主体的・対話的で深い学び」の実現 

 新学習指導要領のキーワードでもある「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた学習

環境・支援の工夫を行っている。とりわけ、熊本県では、知的障害がある子どもにとっての

「教科」の学習とは何か、という問いを意識して授業づくりや授業の構成を検討している。 

中でも、各段階の授業内容を行う際に、学習上の内容を「わかる」ように授業を構成する

ことに重点を置いている。具体例として、学習時にタブレット端末の効果的な使用に併せて、

実物に触れるなどの体験を行うことで、実感して「わかる」工夫を行っている。ヒアリング

時には、そうした工夫に関する実際の実践事例が紹介された。 

例えば、「ちくちく」という擬態語について学ぶ際、パイナップルの写真を提示するだけ

でなく、実物のパイナップルを提示し、子どもたちに触れさせることで、体験を通して理解

を深める工夫を行っている。 

このように、学習上の内容を「どのように」教えるのかについて検討することは、知的障

害教育における「教科」について考える専門性につながる取組の一例として捉えられる。 

 

4-1. 各校の実態に応じた交流及び共同学習 

 障害のない幼児児童生徒・地域社会との交流及び共同学習という点に関しては、各校の実

態に応じて、計画的に地域の小中学校と交流を行っている。また、文部科学省の「学校にお

ける交流及び共同学習を通じた障害者理解（心のバリアフリー）の推進事業」の委託を受け、

取組を行った。平成 29年度は、隣接している特別支援学校と高等学校でフロアバレーボー

ルや音楽交流、視覚障害体験を通した交流を行った。 

 

観点４： 

障害のない幼児児童生徒・地域社会との交流及び共同学習の設定 

観点 3： 

個のニーズにあわせた指導法、学習環境・支援の工夫 
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4-2. 防災型に特化したコミュニティ・スクールの導入 

熊本県では、平成 29年度に、特別支援学校を含むすべての県立学校をコミュニティ・ス

クールに指定し、学校運営協議会を設置している。とりわけ、平成 28（2016）年における

熊本地震の発生を機に、防災型のコミュニティ・スクールに特化し、どのように地域を支え

るかをテーマに取組を行っている。具体的な取組としては、地域の小学校を含めて、避難訓

練を合同で行うなど、地域の実態や特色を生かし、学校と地域が一体となって防災の取組を

進めている（資料 3）。 

 

 

 

 

5. ワークシートや実習先の評価のフィードバックによる児童生徒自身の学習評価 

 研究指定校には、授業毎のワークシートで子ども達自身がその日の授業がどうだったか、

評価している取組があった。そうした授業での評価の蓄積をもとに、授業改善に取り組んで

いる。また、現場実習の際に、実習先からの評価を元に、子ども自身が実習後の作業学習や

各教科の目標を立てる取組を始めた学校も出てきている。こうした子ども自身の評価や立

てた目標を保護者の方にも見ていただきながら、保護者と学習内容の共通理解を図りやす

くする工夫を行った。 

今後は、児童生徒自身が目標達成や成長をさらに実感できる取組について検討していく

ことを課題としている。 

  

観点５： 

多面的な視点からの学習評価・授業評価・学校評価の実施 

資料 3 合同避難訓練時の様子 
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筑波大学 

・筑波大学附属桐が丘特別支援学校（肢体） 

 

1. 各教科における「基軸」による共通理解 

 研究協力校では、在籍者の実態に応じて、①当該学年の各教科等により編成する教育課程

（以下、「準ずる」教育課程）、②下学年や下学部の各教科の目標・内容により編成する教育

課程（以下、「下学年・学部」の教育課程）、③知的障害者である児童生徒に対する教育を行

う特別支援学校の各教科（以下、「知的教科」）を代替するなどをして編成する教育課程（以

下、「知的代替」の教育課程）、④自立活動を主として編成する教育課程（以下、「自活主」

の教育課程）の 4 つの教育課程に分けて指導を行っている。しかしながら、②③④の教育

課程における指導の結果として、系統的・発展的な指導が積み重ならないという課題があっ

た。 

 そのため、各教科等の目標及び内容の系統性や特質の分析及び乳幼児期の発達の系統性

等を踏まえた指導目標・指導内容を導き出すために、指導者間で共通に用いる「基軸」を作

成した。「基軸」とは、指標と同意であり、校内で教員同士が共有・活用できるように各教

科等で学習指導要領に示された内容を、系統性の観点から分析及び整理して図表化したも

のである。教科の特質により、「基軸」には系統表、系統図、流れ図等、様々な名称が付き、

その活用方法や目的は各々であるが、共通した目的の下、検討・作成されている（各教科等

の「基軸」については観点 2を参照）。「基軸」として共通言語を作ることで、系統性のある

授業づくりの根拠を学校内で共有することができた。 

 また、一部の教科については、連携研究を要請した特別支援学校において、「基軸」及び

活用の手続きの検証を行うことができ、いずれの連携協力校からも、指導の重点化を図るた

めに「基軸」が有効であったという報告を受けた。 

 

 

研究協力校（課程又は障害種） 

 

研究の成果 

 観点１： 

各モデル事業内、及び近隣自治体間における概念（用語）の共通理解・合意形成 
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2. 各教科等における「基軸」 

 以下では、各教科等における「基軸」について紹介する。なお、平成 29 年度には、「下

学年・学部」の教育課程と「自活主」の教育課程に重点を置いた。 

 

2-1. 国語科 

平成 28年度までに国語科の系統性を踏まえ指導を重点化するために作成した「国語科の

重点化した指導内容の大まかな流れ図」（資料 1）「指導内容重点項目の系統表」等の図表及

び個別の指導計画を活用し、①国語科の指導を通して育てたい力を明確化、②重点を置いて

指導すべき事項を明確化、③教材の選定を含む有効な指導方法を検討し、指導を実践した。 

その際に、「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」の領域の枠を超えて、重点的

に指導すべき内容を統合 ・整理した「国語科の重点化した指導内容の大まかな流れ図」や

指導事項ごとに作成した「指導内容重点項目の系統表」は国語科を担当する指導者同士が共

通の指導の指標として活用することができた。そうした指標、「基軸」があることで、小中

高と所属が異なり、経験年数も異なる指導者同士が、自分達が大切にしたいことは何かとい

うことの共通理解を図り、今の学習がどこにつながり、どこを目指し、何に重点を置いて指

導すべきなのかということについて、同じ方向を見ながら検討することができるようにな

ってきた。そのことで 指導者は児童生徒の国語科における、「話すこと・聞くこと」「書く

こと」「読むこと」の領域を超えた本質的な力が調和的、総合的に伸長しているという手応

えを得られるようになってきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点２： 

教育課程・個別の指導計画の実施状況とその評価 

資料 1 国語科の重点化した指導内容の大まかな流れ図 

（平成 29年度研究紀要より抜粋） 
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2-2. 算数・数学科 

平成 28年度までに作成した指導内容の系統図のさらなる活用を目指し、算数・数学科の

指導においてどのような「考える力」（資料 2）が必要となるのか整理した。この「考える

力」を活用することで、指導内容の系統図の評価が「できた」「できない」のみの評価から、

具体的にどのように考えていたのか、どこにつまずきがあったのか、詳細を把握することが

できるようになった。 

この一連の評価を算数・数学科の「基軸」とすることで、指導者が変わっても算数・数学

科の系統性に沿って、筋道立てて考える力や事象を数理的に考察する力を育てていくため

の指導目標・指導内容が重点化できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3. 社会科 

平成 28 年度までに作成した地理的分野における目標・内容を整理した系統図（資料 3）

を活用し、指導の重点化の考え方に基づいた授業実践を通して、系統図の活用の仕方や重点

化の手続きの検証を行った。また、歴史的分野においても同様に、目標・内容の系統性を整

理し、系統図を作成した。 

地理的分野の系統図を活用した取組から、①実態把握、②指導目標・指導内容の設定、③

指導の工夫、④評価の４つのプロセスで指導を組み立てていくことが可能となったことで、

社会科で育てたい力を「社会的な見方・考え方」に焦点化し、児童生徒の思考の力のどこに

課題があるのかを把握して指導することができ、効果的な指導目標・指導内容の設定と適切

な評価を行うことができた。また、系統図は小学校段階～中学校段階における指導において

活用することができるため、児童生徒の思考の力を育てる一貫した指導を行うことができ

た。 

 

資料 2 単元における「考える力」の例（図形領域） 

（平成 29年度研究紀要より抜粋） 
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2-4. 理科 

平成 28年度までに小学部の理科の

指導の重点化については、当該学年に

設定された自然の事物・現象を扱いな

がら、学習指導要領に示された目標・

内容について精選するのではなく、そ

れらはすべて扱いながら「重点を置い

て育成すべき問題解決の能力」を、児

童の実態を踏まえたものを設定する

ことを基本的な方針とすることを検

討してきた。本取組ではこの考え方に

則り、「生命・地球」の分野において指

導目標系統表（中学部）（資料 4）を作

成し、問題解決の能力の何に焦点化した指導を行うかを判断する手続きを明らかにした。 

資料 4 指導目標系統表（中学部）模式図 

（平成 29年度研究紀要より抜粋） 

資料 3 系統内容図（地理分野） 

（平成 29年度研究紀要より抜粋） 
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2-5. 外国語科（英語） 

グローバル社会に生きる当校児童生徒に求められる英語の学力とは何なのか、その系統

性を明らかにして指導の重点化を図ることを目的とし、対象生徒の英語学習におけるつま

ずきの特徴と要因を分析した。つまずきの特徴としては、「チャンクの意識のしづらさ」「英

語独自の事象の理解のしづらさ」「語句の配列を決めている文法規則の理解・運用の難しさ」

等の困難さがあることが整理された。 

授業における活用・検証により、「基軸」は 語順を軸にした生徒の学びの積み重なりを把

握するものであると同時に、言語を習得する際の流れであると考えられた。授業の導入から

展開に至るまでに、どの言語活動でどのような力をつけることをねらうのかを検討するに

あたっての考え方を整理するにも有用であると言えた。 

 

2-6. 体育・保健体育科 

学習指導要領に示されている学年ごとの目標・内容の配列に添いながら、各運動について

具体的な指導事項を整理し、どの学年で何を指導し、次のこの指導につながるという関連を

捉え、指導の「基軸」及びそれを基に学習の習得状況チェックリストを作成した。 

 対象児童生徒個々の習得状況や障害特性を把握した上で、その運動の楽しさをより深く

味わうためには指導事項の系統性の中で、その子は何ができるようになってほしいのか（指

導目標）、そのために何をどのような順番で学ばせる必要があるのか（指導内容）を、設定

していくために指導の重点化を図るための視点を明確にした。これを踏まえることで、児童

生徒個々の指導目標・指導内容の設定が可能となり、設定された指導目標については、「関

心・意欲・態度」「思考・判断」「技能」「知識・理解」の４観点をもとに、どのような姿を

見せたら指導目標を達成したといえるのかを捉え、学習評価につなげられるようになった。 

 

2-7. 「自活主」の教育課程 

指導にあたる教師集団が共通の「基軸」を活用して児童生徒の実態把握を行うことの有効

性を検証すること及び実態把握の結果を個別の指導計画に反映させて共有することを目的

として研究に取り組んだ。実態把握のための共通の「基軸」は児童生徒一人一人の発達の全

体像を捉えることができるものを作成することを目指し、宇佐川浩氏が提唱する「感覚と運

動の高次化発達臨床モデル」を参考に、発達診断評価及び発達系統表を作成した。 

 これらを児童生徒に関わる複数の教師間において発達の段階を捉えるための「基軸」とす

ることで、児童生徒が進級・進学して新たな教師が担当することになった際も、前任者の指

導の意図を理解した上で発達の段階性を踏まえた指導ができるようにした。発達診断評価

及び発達系統表を作成することにより、発達の段階を踏まえて取り組まれるべき自立活動

の指導において、児童生徒の実態に応じた指導目標・指導内容を適切に設定するための「基

軸」になりうるとの手応えを得た。 
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3. 「基軸」による児童生徒の実態把握や学習評価の深化 

 「基軸」は大まかな教科等の計画のため、教員側がその教科を本質的に理解するためのも

のとして捉えた。その点で、実際の授業づくりにおいて活用する場面での難しさは少なかっ

た。とりわけ、「基軸」を踏まえることで、実態把握や学習評価の面で、子どもの見方が深

まっていった。 

例えば、国語科の中で、児童生徒が書いた作文や児童生徒の発言を、国語科の「基軸」を

学ぶ前に行っていた評価と、「基軸」に長けた先輩教員と一緒に「基軸」について学んだ際

に、「基軸」に基づいた評価を行うことで、多面的な視点から評価を行うことができるよう

になった。また、その様子を見ている他の学年の教員が見て学ぶことで、他の学年にまで「基

軸」が広がっていった。 

 

記載なし。 

 

5. 児童生徒へのフィードバック 

 実践研究を行うにあたって、「基軸」をもとにした指導の重点化をキーポイントとして取

り組んできた。それらの取組を各教科で行っていく中で、日常生活において、各教科で学ん

だ見方や考え方を使って表現したりすることができたときに、児童生徒に対する評価やフ

ィードバックを行った。 

今後は、通常学校の取組を参考にしつつ、きめの細かい学習指導の充実と児童生徒一人一

人の学習内容の確実な定着を目指し、肢体不自由児童生徒に対する学習評価の在り方のモ

デルを示すことが課題である。 

  

観点４： 

障害のない幼児児童生徒・地域社会との交流及び共同学習の設定 

観点５： 

多面的な視点からの学習評価・授業評価・学校評価の実施 

観点 3： 

個のニーズにあわせた指導法、学習環境・支援の工夫 
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熊本大学 

・熊本大学教育学部附属特別支援学校（知的） 

 

1. 熊大式マネジメントシステムの構築 

 熊本大学では、「熊大式マネジメントシステムの構築」（資料 1）を研究テーマに「カリキ

ュラムの充実」「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善・開発」「地域社会との

連携・協働」を 3 つの柱に、実践研究を行ってきた。その 1年目として、平成 29年度は

体制づくりを行った。具体的には、新学習指導要領で記載された新しい用語等に関して、役

割を決めて研究部を中心に話し合った。また、中でも「主体的・対話的で深い学び」に関し

ては、各学部で文言について確認を行い、教科を絞りながら、その実現を目指した。 

 

研究協力校（課程又は障害種） 

 

研究の成果 

 観点１： 

各モデル事業内、及び近隣自治体間における概念（用語）の共通理解・合意形成 

 

資料 1 「熊大式マネジメントシステム」研究マインドマップ 
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2. L・M・S計画・評価シートの活用 

 熊本大学では、L（Long）M（Middle）S（Short）の 3つの段階を設定し、各段階にお

ける PDCAサイクルの確立によって、教育課程の実施・改善に取り組んだ（資料 2）。資料

2の流れ図のように、まず年間指導計画を教科等横断的な視点から Lシートを作成し（L計

画）、年間指導計画を基に、単元（M計画）及び個々の授業（S計画）の教育目標に関する

計画をMシート及び Sシートを活用し構想する。その後、各授業・指導の評価（S評価）

を単元の評価や単元終了後の子どもの学びの評価につなげ（M評価）、最終的に半年ごとに

教育課程を評価することで、次年度の教育課程の改善（L評価）につなげるというシステム

である。 

 上記のように、ＬＭＳシートというツールを活用し、年間計画から一つの授業を構想する

までに至るプロセスを明らかにするとともに、計画・実践・評価・改善が効率的・効果的に

循環するシステムの改善に取り組んだ。 

 

 

 

3-1. 3つのミーティングによる個のニーズにあわせた指導 

熊本大学には、個のニーズにあわせた授業を行い、本人の夢や希望の実現を目指す「熊大

式授業づくりシステム」に取り組んでいる。この「熊大式授業づくりシステム」は、３つの

核となるミーティングを設定している。 

第一に、「支援者ミーティング」である。「支援者ミーティング」は、小学部 1年・4年、

中学部 1 年、高等部 1年時の個別の教育支援計画（資料 3）の作成段階で実施される。こ

の段階では、本人・家族・関係機関・学校が一堂に会し、本人の夢や希望について語り合い、

その実現に向けてそれぞれの役割や支援について、長期的な視点で計画する作戦会議が行

観点２： 

教育課程・個別の指導計画の実施状況とその評価 

資料 2 L・M・S計画・評価流れ図 

観点 3： 

個のニーズにあわせた指導法、学習環境・支援の工夫 



63 

 

われる（資料 4）。これは、本人の願いを家庭・福祉・学校等の関係者が一緒になって、そ

れが実現するために今後すべきことを考え話し合う、PATH（Planning Alternative 

Tomorrow with Hope）の考え方を活用した取り組みである。参加者は、保護者、本人、関

係機関、専門家を交えて 6月後半～夏休みの間に行われる。 

 第二に、「課題解決ミーティング」である。「課題解決ミーティング」は、「支援者ミーテ

ィング」の対象児童生徒を中心に、個別の指導計画を作成する段階で実施される。「問題解

決モデル」に基づき、子どもに関わる課題に優先順位をつけ、各課題への対応策（誰が、い

つ、どうする）を具現化し、個別の指導計画に反映させるのが主な目的となる。主な参加者

は、対象児童生徒の学部の教員である。 

 第三に、「授業ベースミーティング」である。「授業ベースミーティング」は、授業実施の

数週間前に授業を担当する教員を中心にして実施される。ここでは、先述した Mシートと

S シートという授業構想ツールを活用し、学習指導要領や子ども一人一人の教育的ニーズ、

前後の学習とのつながり等を話し合いながら一つの単元学習をつくりあげていくことが主

な目的である。 

 これら 3つのミーティングを通じて、子どもたちの「夢・希望」の実現のために、支援者

の役割を明確化している。「熊大式マネジメントシステム」はこの「熊大式授業づくりシス

テム」を核に評価・改善までを充実させる PDCAサイクルの実現を目指すものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料 3 個別の教育支援計画様式 

資料 4 支援者ミーティングの様子 
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3-2. 子どもの学習段階と特性に応じた授業づくり 

 研究課題の 1 つになっている「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善・開

発」に向け、子どもの学習段階と特性に応じた授業づくりを行った。具体例として、小学部

において、子どもたち一人一人の「得意なこと」を生かした授業を行うために、次の 3点に

取り組んだ。 

第一に、子どもの学習段階を学習指導要領から捉え、個に応じた学習内容を用意した。第

二に、子どもの障害及び特性にしっかりと寄り添った授業づくりをした。第三に、学習の

PDCA サイクルを確立した。これらの取組に基づいて、子ども一人一人の実態や教育的ニ

ーズ、習熟度を捉え、グルーピングを行った。こうした個のニーズにあわせたグルーピング

や授業内容を設定することで、興味のある題材・好きなキャラクターの活用・タイムリーな

内容の検討（＝「主体的」）、教師との対話・保護者との対話・友達と一緒に学習する楽しさ

（＝「対話的」）、日常生活への般化（宿題・保護者との連携・生活場面での活用）（＝「深

い学び」）につながる学びを提供することができた。 

 

4. 地域資源を活用した授業実践 

 本事業以前から、近隣の黒髪地区を中心に地域社会との交流及び共同学習を積んできた。

本事業に関連した成果として、中学部の社会科と総合的な学習の時間における地域学習が

挙げられる。単元名は、「バスで地域に出かけよう」である。主な内容としては、バス会社

の「乗り方教室事業」を利用し、学校で本物のバスを使って学習を行った。バス会社の方か

ら話を聞き、実際にバスに乗る体験を通して乗り方やマナーについて学んだ。また、実際に

路線バスに乗って、公共施設等へ出かけることで学習した内容を活用し学びの定着を図り、

今後の生活につながるようにした(資料 5)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点４： 

障害のない幼児児童生徒・地域社会との交流及び共同学習の設定 

資料 5 地域学習「バスで地域に出かけよう」時の様子 
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 本単元は、観点 3 で示した「支援者ミーティング」等で出てきた、子どもや保護者から

「旅行をしたい」「バスを利用できるようになりたい（なってほしい）」などといったニーズ

を基に構成されている。本単元を通じて、通常のバスの乗り方だけでなく、雨の日や混雑時

のバスの乗り方、バスの中の表示の見方などを学習した。その学習効果として、送迎で通っ

ていた子どもが、バスを利用して通えるようになったことが挙げられた。 

 

5. 「附特就職支援ネットワーク」の構築 

熊本大学では、障害のある児童生徒のキャリア教育及び就労支援を効果的に推進するた

め、教育・労働・福祉等の関係機関による熊本大学教育学部附属特別支援学校就職支援ネッ

トワーク会議（以下、「附特就職支援ネットワーク会議」）を設置し、各関係機関が連携し、

情報の共有化を図りながら学校と地域の就労支援体制を充実させる取組を行った。ネット

ワーク委員（資料 6）は 8名で構成しており、福祉施設の関係者に加え就労移行支援事業所

の代表者や、熊本県中小企業家同友会の障がい者雇用支援委員会の委員長等、子どもの就労

支援を意識した地域社会との連携が行われている。会議は年 3回（6月、11月、2月）開

催され、参加者は先の 8名に加え、学校側は、進路指導主事が中心に管理職、学部主事、教

務主任、研究主任が参加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点５： 

多面的な視点からの学習評価・授業評価・学校評価の実施 

資料 6 附特就職支援ネットワーク会議委員 

くまもと障がい者ワーク・ライフサポートセンター緑 

（主任支援ワーカー） 

アス・トライ 就労移行支援事業所 

（代表） 

熊本県中小企業同友会 

（障がい者雇用支援委員会 委員長） 

チャレンジめいとくの里ゆめくらしワークス事業部 

（サービス管理責任者） 

社会福祉法人ライン工房 

（総括施設長） 

熊本障がい者相談支援センターじょうなん 

（センター長） 

熊本障害者職業センター 

（主任障害者職業カウンセラー） 

社会福祉法人三気の会相談支援事業所たんぽぽ 

（熊本時習館特別支援相談員） 
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「附特就職支援ネットワーク会議」を設置した平成 28年度当初は、子どもの卒業後に関

する実践を重点的に行っていたが、実践していく中で、授業づくりや卒業前の段階で地域と

のつながりについての実践を模索するようになった。それに伴い、研究協力校（熊本大学）

では、平成 30年度以降は、上記のネットワークを生かし、地域の一般企業へのアンケート

を実施し、それらの結果をもとに、次年度以降の教育課程の改善へとつなげる方向性で実践

研究を行っていった。 
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鹿児島大学 

・鹿児島大学教育学部附属特別支援学校（知的） 

 

1-1. 校内研究会及びスキルアップセミナーによる学内外との共通理解・合意形成 

 平成 28年度に「本校で育てたい資質・能力」を育むための授業づくりの取組を知的障害

特別支援学校の指導の形態の一つである教科別の指導を中心に取り組んだ。それを踏まえ、

平成 29年度は、従来、知的障害教育において効果的な指導の形態として実施されてきた各

教科等を合わせた指導における授業づくりの在り方について、校内研究会に向けた授業づ

くりの実践を中心に検討した。このとき、各教科等を合わせた指導を行う場合においても、

育成を目指す資質・能力の育成という観点から、知的障害である児童生徒に対する教育を行

う特別支援学校の各教科等の目標及び内容を十分に踏まえる等、次期学習指導要領の実施

に向けた要点を考慮して授業づくりを行うことを職員間で共通理解を図った。校内研究会

では各学部の授業づくりの一連の過程を相互に発表するとともに、各学部の取組について

協議を行った。 

 これらの方法等を、毎年夏に開催されるスキルアップセミナーにて地域の小中学校と合

同で授業提供を行い、成果を共有した。 

 

1-2. 単元指導計画の改善 

また、平成 28年度の教科別の指導の授業づくりで用いた「授業計画シート」という単元

（題材）指導計画を基に、平成 29年度には「各教科等を合わせた指導の『授業計画シート』

（試案）」の様式と単元（題材）構想の基本的な手順（案）を研究部が提示し、それらを基

に各学部で単元の立案から授業までの一連の過程について実践を通して検討した。 

平成 29年度は、単元を通して児童生徒が「何を学ぶか」という教科等の内容を踏まえた

上で、「何ができるようになるか」「どのように学ぶか」といった具体的な指導内容や目標を

設定することに重点を置き、単元指導計画（資料 1）を改訂した。 

 

研究協力校（課程又は障害種） 

 

研究の成果 

 観点１： 

各モデル事業内、及び近隣自治体間における概念（用語）の共通理解・合意形成 
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2-1. カリキュラム・マネジメント推進委員会の設置 

 カリキュラム・マネジメントに係る一連の取組を支える組織づくりとして、教育課程編成

委員会を設置し、年間 5 回委員会を実施し、カリキュラム・マネジメントに係る一連の取

組について検討を行った。委員数は 8 名から 9名である。平成 29年度は、管理職、教務

主任、各学部の主事が参加した。その委員会の中で、カリキュラム・リーダーシップ論を参

考に、個別の指導計画に関する業務の中心を担う支援部の教員や、授業実践の研究や研修の

中心を担う研究主任、副主任を、実践的リーダーとして位置づけ、委員会に参画することが

重要であると考え、平成 30年度から、新たに構成メンバーに加えることを決定した。この

ように、様々な立場にある教員が構成員を務めることで、組織全体でカリキュラムを変えて

いく意識の形成につながった。 

 

2-2. 各教科の内容一覧表の作成 

 平成 29年度の校内研究会に向けた実践を通して、それまで研究協力校で使用してきた年

間指導計画から各単元で扱う教科等の内容を読み取りにくいことが課題として挙げられた。

そこで、各教科等を合わせた指導の年間指導計画の様式を見直すとともに、どのような教科

観点２： 

教育課程・個別の指導計画の実施状況とその評価 

資料 1 単元指導計画 
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等の内容を、どのような単元で扱うか明確にするなど、年間を通して設定する単元自体を見

直すことにした。本研究では、単元の指導内容や目標設定の中心となる知的障害教育の各教

科の内容に焦点を絞って検討した。 

 小学部と中学部において、平成 30年度から新学習指導要領に準じて検討を行うため、新

たに示された知的障害教育の各教科の目標や内容及び学習指導要領上での示し方などにつ

いて理解を深めるとともに、各教科の内容の系統性や発展性を確認しやすくするための使

用が必要であると考えた。そこで、新学習指導要領に基づき、各教科の目標及び内容一覧表

（資料 2）をすべての教師で分担して作成した(高等部の内容一覧については、平成 30 年

度に追記)。このとき、育成を目指す資質・能力に沿った内容の示し方が教科によって異な

るため、「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力、人間性等」別に

色を分けて、一覧表に整理した。各教科の目標に関しては、教務主任が一覧表を作成し、内

容についてはすべての教師で分担して作成した。 

 この取組について、教員に対して①「各教科等を合わせた指導の単元等で扱う教科の内容

を明確にする手続きは適切だったと思うか。」②「検討を通して各教科等を合わせた指導で

扱う教科の内容が明確になったと思うか。」という質問を設けた。その結果、①、②いずれ

もすべての教員が「とても思う」又は「思う」と回答した。自由記述では、「学部の教師全

員で意見交換をしながら、単元で扱う教科の内容を整理する適切な手続きだった。」「筋道立

てて検討でき、必要な作業だった」など、有効性を示唆する意見が多かった。一方で、「時

間や労力が掛かった。」「もっとじっくり時間を掛けて取り組みたかった。」など、課題を指

摘する意見も散見された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 2 各教科の目標及び内容一覧表（体育・保健体育） 
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3. 児童生徒の学びの姿を連続的捉えるための授業研究の工夫 

研究協力校において、指導法や学習環境・支援の工夫を検討する上で、最も大切にしてい

ることは、児童生徒の学びの姿である。日々の授業研究として、授業ミーティングに取り組

んでいる。児童生徒の学びの姿を、資

質・能力や手立て、環境等の視点で分

析を行い、次時や生活場面に生かす取

組を行った。 

授業における児童生徒の学びの姿

を、連続的に捉えることができる授業

研究を工夫していくために、共通の視

点で行うための取組方や様々な授業

研究のスタイルを整理した（資料3）。 

 

授業研究に際して「日々の授業記録」（資料 4）という様式を作成した。特徴として

は、児童生徒の姿を「学んでいた」「学びにつまずいていた」に分ける「評価」から、資

質・能力や学習活動・手立ての視点で「分析」を行い、活用や関連などの「改善」につな

げることができるようにしている。この日々の授業研究を、連続的に行い、個のニーズに

応じた指導法や学習活動、手立て等の見直しを図っている。 

 

観点 3： 

個のニーズにあわせた指導法、学習環境・支援の工夫 

資料 3 授業研究のモデル図 

 

資料 4 日々の授業記録 
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個別の学習支援に関しては、個々の実態

に応じて、各学部で調べ活動等の際にタブ

レットを活用した。例えば、中学部の生活単

元学習「修学旅行へ行こう」という単元で

は、旅行先の県や地域に関する観光地や食

べ物、土産、その地域までの行き方等につい

てタブレットで検索し、調べたことをお互

いに発表し合った（資料 5）。また、小学部

では授業の導入時に児童の意欲・関心を高

めるためにビデオ教材を盛んに活用した。 

  

4. 近隣の小中高等学校、保育所等との交流 

 観点 4 に関しては、ヒアリング時に研究協力校の所在地域の学校園との交流及び共同学

習を盛んに行っていることが述べられた。また、毎年 11月ごろに行われる「ふとくフェス

ティバル」において、鹿児島大学教育学部附属小・中学校の児童生徒や保護者、地域の方々

に向けて販売活動を行っている（資料 6）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点４： 

障害のない幼児児童生徒・地域社会との交流及び共同学習の設定 

資料 6 ふとくフェスティバルの様子 

資料 5 タブレット端末での発表の様子 
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5. ビデオ撮影によるフィードバック 

 児童生徒が自身の成長を実感したり、振り返ったりする工夫として、児童生徒の作業学習

等の場面をビデオに録画し、それを振り返り等の要素として児童生徒に見てもらった。また、

実習先の方に生徒の作業学習の様子や目標に対する対象生徒の取組に関してインタビュー

を実施し、その様子を動画として残し、フィードバックを行った（資料 7）。その結果とし

て、早い児童生徒であれば、自身の作業動画を 1 回見て、次の作業から改善していたとい

う者もいた。一方、課題がわかっていても、うまくできない児童生徒もいた。ビデオを撮影

して記録を残すことで、文字だけでなく動画を通して、客観的な視点で児童生徒が振り返る

ことが可能となった。 

上記に加え、各学部における授業評価や児童生徒

自身による評価の工夫として、小学部では、作業課

題の数を明確化し、自分たちで振り返りできるよう

にした。また、中学部及び高等部では、生徒に対し

て評価規準を示したうえで評価を行っている。特

に、高等部では、評価規準をもとに生徒同士で評価

する機会を設定した。 

  

観点５： 

多面的な視点からの学習評価・授業評価・学校評価の実施 

資料 7 動画視聴等による振り返り 
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横浜訓盲学院 

・横浜訓盲学院（視覚） 

 

1-1. パーキンス盲学校との連携 

研究協力校は米国のパーキンス盲学校と連携協定を結び、研究を進めている。パーキンス

盲学校はアメリカで最も古い盲学校であり、米国で最初に盲ろう教育を行った学校である。

ヘレン・ケラーの家庭教師であったアン・サリバンも同校で学んだという歴史ある学校であ

る。現在も約 50名の盲ろう幼児・児童・生徒が学んでおり、世界で最も多くの盲ろう児を

最も長く教育し続けている。研究協力校との関係は 90年前から続いており、パーキンス盲

学校からの実践知の共有は従来よりなされていた。 

本研究においては、盲ろう幼児児童生徒が多く在籍する横浜訓盲学院をフィールドとし、

パーキンス盲学校国際支援部門パーキンス・インターナショナル（以下、PI）の協力を得て、

パーキンス盲学校が開発したアセスメント・ツールを実際に用いてその有効性および制約

を確かめ、我が国の盲ろう教育に資することを目的とする。 

 

1-2. 教員間での共通理解・合意形成の方法 

研究協力校の教員は４つのグループに分かれており（幼稚部から小学部 3年生までの「幼

小グループ」、小学４～６年生の「小学部」、「中学・高等部」、「高等部専攻科生活科」）、各

グループで週に１～２回、ミーティングを行っている。また、毎週水曜日に、管理職と各グ

ループ主任で、主任会議を開き、生徒状況などの情報を共有し、それぞれのグループでも情

報を共有している。 

 

 

研究の成果 

 観点１： 

各モデル事業内、及び近隣自治体間における概念（用語）の共通理解・合意形成 

 

研究協力校（課程又は障害種） 
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2-1. 盲ろう児のアセスメント 

 盲ろうの子どもたちは視覚と聴覚の両方に障害を有するため、基本的な人間関係の形成、

感情の交流、コミュニケーション方法の獲得、概念の形成、出来事の全体像や因果関係の理

解などが非常に困難になる。盲ろうの幼児児童生徒の自立活動を進める際、盲ろうという障

害に配慮したアセスメントが必要である。研究協力校が米国及び欧州の文献等を調査した

結果、盲ろう児のアセスメントには標準化されたものがないことが確認された。パーキンス

盲学校においても標準化されたものはなく、いくつかの環境条件下で盲ろう児の行動を観

察し、コミュニケーションのパートナーとして評価者が関与する方法が取られている。その

理由としては、盲ろう児は視覚と聴覚の情報が限られており、評価者が意図して提示する物

や人に注意を向けること自体が困難であることが挙げられる。かわりに、子どもが安心して

いる状態で、今、関心を示していること、現に行っていることに評価者が導かれ、かかわり

を展開することが盲ろう児の実態把握への効果的な取り組みとされている。これは「子ども

に先導されるアセスメント（Child-Directed Assessment）」と称される。 

評価者はかかわる際にいくつかの視点を持っており、表１に一例を挙げる。 

表１ コミュニケーションを評価する際の評価者の視点 

 

 

ことばやサインに関しては、教えるのではなく、会話をするという方向性が根底にはある。

ことばやサインを盲ろう児が獲得するためには細やかな工夫が必要であることを知ること

自体が、盲ろう児の困難とは何か、盲ろう児の豊かな暮らしに必要なコミュニケーションと

は何かを教員に教えてくれることとなる。 

 

2-2. 盲ろう児の教育活動の方針 

盲ろう児の教育活動の組み立ての方針を表２に挙げる。 

 

□ コミュニケーションの形態（体の部分を触るタッチ・キュー、実物、シンボ

ル、絵、身振り、手話、スピーチ、文字、点字等） 

□ 機能（要求、拒否、名づけ、報告等） 

□ 社会的交流（愛着関係、やりとりを自ら始められるか、共同注意の発現および

その維持、役割交代等） 

□ 他者への意識（自分以外の他者が近くにいるか、何をしているかわかるか、関

心を持つか、他者の感情に気付いているか、自らの感情が他者におよぼす影響

に気付いているか等） 

観点２： 

教育課程・個別の指導計画の実施状況とその評価 
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 表２ 盲ろう児の教育活動の組み立ての方針 

 

全ての活動において、教員が盲ろう児に触れる・触れられることが不可欠であり、盲ろう

児にどう触れるかについて学ぶことが教員には必要となる。 

 

2-3. 個別の指導計画の作成と評価 

個別支援計画及び、個別指導計画を年度始めに作成し、個別指導計画においては、半期ご

とに見直しを実施し、課題の達成状況について評価を含めて確認をしている。 

年度末には、総合評価を行い、次年度の個別支援計画と取り組む課題を明確化し、支援の

在り方を検討し引継いでいる。また、個別支援計画は年３回、保護者との面談、課題の達成

状況の確認・見直しを行い、総合評価を行っている。 

 

3-1. 個に合わせた支援 

研究協力校では、コミュニケーションの多様性を重視している（資料１）。資料 1のよう

に、iPad を用いた写真コミュニケーションや、点字タイプライター「パーキンスプレーラ

ー」を用いた作文などを行っている。 

 

 

１．盲ろう児にかかわる人及び出来事の一貫性 

２．ルーチンの有効性 

３．子どもの興味関心に従い授業を組み立てる。 

４．選択できる機会を用意する。 

５．授業では本物を使って、子どもにとって意味のある活動を行う。 

６．自立を奨励する。 

７．家族とパートナーになる。 

 

観点 3： 

個のニーズにあわせた指導法、学習環境・支援の工夫 
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また、教職員も含めてネームサイン（触

覚）を付けている。靴箱には、幼児児童生徒

の名前と写真、ネームサインを板に付けた

着到板のシステムがある（資料２）。登校時

には、靴箱からネームサインを取り出し、出

席ボードに張り付け、下校時に戻すもので

ある。着到板によって誰が登校しているか

がわかる。 

 

3-2. 環境の整備 

「重複障害児自立のための建築・設備・環境は①アクセシブル、②わかりやすく、③快適

で、④美しくあるべき」という方針のもと、次のような環境が整備されている。 

･ わかりやすく、安全な環境整備の例としては、裸足で歩いても安全なように、床に傷が

資料１ 多様なコミュニケーションの例 （出典：研究協力校の学校案内） 

資料２ 着到板のシステム 
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ないか確認していることや、教室と外の境にウッドデッキがあること、玄関がグループ

ごとに分かれていること（資料３）等が挙げられる。 

    

   

･ トイレは教室から廊下に出ることなく直接トイレに行けるように配置されている。綺

麗で畑にもあるなど設置数も多い。また、トイレの入り口は目印があり、色と触覚で違

いに気付ける（資料４）。資料４のように、男子トイレの入り口には水色の背景に梱包

材を、女子トイレの入り口にはピンク色のフェルト生地が貼られている。 

  

              

各教室の入り口のドアの取っ手には教室をイメージしやすい物を付けてある（例：給食を食

べる部屋にはスプーンが、調理実習室にはスポンジが付けてある）。 

･ ネームサイン（シンボル）は幼児・児童・生徒

のロッカーや、机や椅子にも付けてあり、自分

の場所がわかりやすくなる（資料５）。        

･ 目印等はどの学部も同じものを用いる。ネーム

サインも学年が変わっても同じものを用いる。

これらによって、学年が上がり教室が変わって

も、わかりやすい環境であり、早く環境に慣れ

ることが期待できる。 

･ 各教室入り口の教室名の表示板は、身長に合

わせて提示位置を変えている。  

資料３ グループごとに分かれている玄関（左が幼小グループ、右が小学部） 

 

 

資料４ トイレの入り口の目印 

 

 

資料５ わかりやすい教室配置 
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･ トイレ等は、教員が清掃しており、幼児児童生徒への指導の課題や設備の改善点も見え

る。 

 

3-3. 将来を見据えた指導 

 グループホームや作業所等の卒業後の環境に移行できるように指導しており、調理の授

業など家庭生活を重視している。畑で作った物を調理して食べたり、家庭に持ち帰り褒めて

もらったりしている。また、電子レンジや電気ポットも使用して簡単な調理を自分でできる

ようにしている。調理が様々な教科・学習につながっている。 

 調理は、表２（観点 2-2）に挙げた「盲ろう児の教育活動の組み立ての方針」の「５．授

業では本物を使って、子どもにとって意味のある活動を行う」に該当する活動の一例でもあ

り、研究協力校では継続して取り組んでいる。 

 研究協力校の普通部には、高等部専攻科生活科が設置されている。高等部卒業後さらに 3

年間の教育を受けられる体制が整えられている。生活科を経ることで、グループホームや作

業所といった卒業後の環境への適応がよくなっている。 

 

4. 学院内及び学区域の小学校等との交流教育 

幼稚部、小学部の幼児児童の中で、交流教育という形で、週に１回、あるいは年に数回の

交流教育として、自宅の学区域にある保育園、幼稚園、小学校の活動に参加している。 

 

5. パーキンス盲学校国際部門専門家及び国内研究者との協議 

平成 29 年度は、①PI がもつ盲ろう教育の専門性および研修の資源について把握し、②

PIの専門家に横浜訓盲学院および日本の盲ろう教育を紹介し、③課題を整理し、④平成 30

年度に実施する PIによる研修と研究の内容を検討することを課題とした。 

実際に、平成 29年度は、PI専門家 2名が研究協力校と横浜市立盲特別支援学校・東京

都立久我山青光学園の見学を行い、早稲田大学大学院・教授 大藪泰氏、杏林大学病院アイ

センター視能訓練士 新井千賀子氏ら国内研究者を含めた研究協議を行った。 

PI 専門家が日本の状況を見学し協議する中で、見落としていた盲ろう教育に必要な知識

と技術について知見が得られた。さらに、乳幼児期と学齢期での異なるアプローチについて

実践的な知見が得られた。これらを総合して平成 30年度の研修内容とそれを踏まえた実践

研究の内容や方向性について整理した。 

観点４： 

障害のない幼児児童生徒・地域社会との交流及び共同学習の設定 

観点５： 

多面的な視点からの学習評価・授業評価・学校評価の実施 
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